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相模原市有料老人ホーム設置運営指導指針  

 

１  用 語 の 定 義  

２  基 本 的 事 項  

３  有 料 老 人 ホ ー ム の 類 型 等  

４  設 置 者  

５  立 地 条 件  

６  建 物 の 規 模 及 び 構 造 設 備  

７  建 物 の 規 模 及 び 構 造 設 備 に 関 す る 例 外  

８  職 員 の 配 置 、 研 修 及 び 衛 生 管 理 等  

９  施 設 の 管 理 ・ 運 営  

10 サ ー ビ ス 等  

11 事 業 収 支 計 画  

12 利 用 料 等  

13 契 約 内 容 等  

14 情 報 開 示  

15 電 磁 的 記 録 等  

16 附 則  

 

この指導指針は 、相模 原市 有料老人 ホー ム設置運営指導 要綱（ 平成 24 年４月１

日施行。以下「 指導要綱」 という。） 第 ３条第１項に規 定する有料 老人ホーム の

設置運営に関す る指導の基 準となる事 項 を定めるもの と する。  

 

１  用語の定義  

こ の 指 導 指 針 に お い て 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号

に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 一  有 料 老 人 ホ ー ム  老 人 福 祉 法 （ 昭 和 3 8 年 法 律 第 13 3 号 ） 第 2 9 条 第 １ 項

に 規 定 す る 施 設  

 二  有 料 老 人 ホ ー ム 事 業  老 人 を 入 居 さ せ 、 次 の ア か ら エ ま で の い ず れ か を

す る 事 業  

  ア  入 浴 、 排 せ つ 又 は 食 事 の 介 護  

  イ  食 事 の 提 供  

  ウ  洗 濯 、 掃 除 等 の 家 事 の 供 与  

  エ  健 康 管 理 の 供 与  

 三  サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅  高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に 関 す る 法 律

（ 平 成 13  年 法 律 第 26 号 ）第 ５ 条 第 １ 項 の 登 録 を 受 け て い る 高 齢 者 向 け の

賃 貸 住 宅 又 は 有 料 老 人 ホ ー ム  

 四  サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 事 業  高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に 関 す る 法

律 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 高 齢 者 を 入 居 さ せ 、 状 況 把 握 サ ー ビ ス 、

生 活 相 談 サ ー ビ ス そ の 他 の 高 齢 者 が 日 常 生 活 を 営 む た め に 必 要 な 福 祉 サ ー
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ビ ス を 提 供 す る 事 業 と し て 登 録 を 受 け て い る 事 業  

 五  設 置 者  有 料 老 人 ホ ー ム の 設 置 者 （ 複 数 の 事 業 者 が 協 同 し て 有 料 老 人 ホ

ー ム 事 業 を 運 営 す る 場 合 の 各 事 業 者 及 び 委 託 を 受 け た 事 業 者 を 含 む 。 ）  

 六  管 理 者  職 員 の 管 理 、 業 務 の 実 施 状 況 の 把 握 そ の 他 の 管 理 を 一 元 的 に 行

う 立 場 に あ る 者 （ 施 設 長 、 サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 の 責 任 者 な ど 、 そ

の 呼 称 に 関 わ ら な い ）  

 七  特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 等  次 の ア 、 イ 、 ウ の い ず れ か に 掲 げ る サ ー ビ

  ス  

  ア  介 護 保 険 法（ 平 成 ９ 年 法 律 第 12 3 号 ）第 ８ 条 第 11 項 に 規 定 す る 特 定 施

設 入 居 者 生 活 介 護  

  イ  介 護 保 険 法 第 ８ 条 第 21 項 に 規 定 す る 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介

   護  

  ウ  介 護 保 険 法 第 ８ 条 の ２ 第 9 項 に 規 定 す る 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活

介 護  

 八  介 護 サ ー ビ ス を 提 供 す る 有 料 老 人 ホ ー ム  次 の ア 又 は イ に 掲 げ る 有 料 老

人 ホ ー ム  

  ア  特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 等 を 提 供 す る 有 料 老 人 ホ ー ム  

  イ  設 置 者 が 、介 護 サ ー ビ ス（ 介 護 保 険 法 第 40 条 に 規 定 す る 介 護 給 付 又 は

同 法 第 5 2 条 に 規 定 す る 予 防 給 付 に 係 る 介 護 サ ー ビ ス 以 外 の 介 護 サ ー ビ

ス ） を 提 供 す る 有 料 老 人 ホ ー ム  

 

２  基本的事項  

有料老人ホーム の設置運営 に当たって は 、次の事項に留 意すること 。  

（１）有料老人 ホーム経営 の基本姿勢 と しては、入居者 の福祉を重 視するとと も

に、安定的かつ継続 的な事業運営 を確保し ていくことが不 可欠であり、特 に、

介護サービスを 提供する有 料老人ホ ーム にあっては、よ り一層、入 居者の個

人としての尊厳 を確保しつ つ福祉の向 上 を図ることが求 められるこ と。  

 

（ ２ ）老人 福祉法の帳 簿の作成及 び保存 、情報の開 示、権 利金等の受 領 の禁止並

びに前払金の保 全措置及び 返還に関す る 規定を遵守する とともに、入居 者等

に対し、サービス内 容等の情報 を開示す るなどにより施 設運営につ いて理解

を得るように努 め、入居者 等の信頼を 確 保することが求 められるこ と。  

 

（３）老人 福祉法 、介護保険 法、都 市計 画法（昭和 43 年法律第 100 号）、建築 基

準法（昭和 25 年法律第 201 号）、消防法 （昭和 23 年法律第 186 号）、神奈

川県みんなのバ リアフリー 街づくり条 例 （平成 7 年神奈川県条例第 5 号）等

の関係法令並び に指導要綱 及びこの 指導 指針を満たすだ けでなく、 より高い

水準の施設運営 に向けて努 力すること が 期待されること 。  

 

（４）特定施設 入居者生活 介護等の指 定 を受けた有料老 人ホームに あっては、 本
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指針に規定する ことのほか 、 「相模 原市 介護保険法に基 づく事業及 び施設の

人員、設備及び運 営に関する 基準等を定 める条例」（平成 31 年相模原市条 例

第 13 号）（以下これ らを「指定 基準」と いう。 ）を遵守 すること。  

 

（ ５ ）高 齢 者 の 居 住 の 安 定 の 確 保 に 関 す る 基 本 的 な 方 針（ 平 成 21 年 厚 生 労 働 省

・国 土 交 通 省 告 示 第 １ 号 ）の 五 の ４ 「 高 齢 者 居 宅 生 活 支 援 サ ー ビ ス の 提 供 」

を 参 考 に 、 特 定 の 事 業 者 に よ る サ ー ビ ス を 利 用 さ せ る よ う な 入 居 契 約 を 締

結 す る こ と な ど の 方 法 に よ り 、 入 居 者 が 希 望 す る 医 療 ・ 介 護 サ ー ビ ス の 利

用 を 設 置 者 が 妨 げ て は な ら な い こ と 。  

 

（ ６ ） サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 の 登 録 を 受 け て い る も の に あ っ て は 、 ４ 、

５ 、６、７ 及 び 11  の 規 定 は 適 用 せ ず 、高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に 関 す る 法

律 第 ７ 条 第 １ 項 に 定 め る 登 録 基 準 及 び 相 模 原 市 サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住

宅 整 備 運 営 指 導 指 針 に よ る こ と 。  

 

（７）公益社団 法人全国有 料老人ホー ム 協会 と連携を図 ることとし 、同協会へ の

加入及び同協会 が設けてい る有料老 人ホ ーム入居者生活 保証制度 へ の加入に

ついて十分配慮 すること。  

 

（８）１二 の有料老人 ホーム事業を 実施 する場合は 、老人福祉 法第 29 条第１項に

規定する届出の 有無を問わ ず、有料 老人 ホームとして扱 われ、本指 針に基づ

く指導の対象と なること。  

 

３  有料老人ホームの類型等  

（１）有料老人 ホームの類 型は、次の と おり分類する。 なお、「介 護付有料老 人

ホーム」の記載 は、特に注 記がない 場合 は、一般型及び 外部サービ ス利用型

の両方を指すも のとする。  

ア  介護付有料 老人ホーム （一般型）  

介護等のサービ スを提供す る高齢者 向け の居住施設。介 護保険法に より

特定施設入居者 生活介護事 業者等の 指定 を受けており、 介護 が必要 となっ

た場合には、当 該有料老人 ホームが 提供 する特定施設入 居 者生活介 護、地

域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 又 は 介 護 予 防 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護

（以下「特定施 設入居者生 活介護等 」と いう。）を利用 しながら生 活する

ことが可能な施 設。  

イ  介護付有料 老人ホーム （外部サー ビ ス利用型）  

介護等のサービ スを提供す る高齢者 向け の居住 施設。介 護保険法に より

特定施設入居者 生活介護事 業者等の 指定 を受けており、 介護 が必要 となっ

た場合には、当 該有料老人 ホームが 提供 する特定施設入 居 者生活介 護等を

利用しながら生 活すること が可能な 施設 。なお、安否確 認や計画作 成等は

有料老人ホーム の職員が行 い、介護 サー ビスは委託先の 介護サービ ス事業
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所が提供する。  

ウ  住宅型有料 老人ホーム  

洗濯、掃除等の 家事や日常 生活の支 援等 のサービスを提 供する高齢 者向

けの居住施設で あり、介護 が必要と なっ た場合には、 入 居者自身の 選択に

より、地域の訪 問介護等の 介護サー ビス を利用しながら 生活するこ とが可

能な施設。  

エ  健 康型有料老 人ホーム  

食事の提供その 他日常生活 上必要な サー ビスを提供する 高齢者向け の居

住施設であり、 介護が必要 となった 場合 には、契約を解 除して退居 する施

設。  

 

（ ２ ）有 料老人ホーム の居住の権 利形態 は、次のとおり 分類する。  

ア  利用 権方式  

建物賃貸借契約 及び終身建 物賃貸借 契約 以外の契約の形 態で、居住 部分

と介護や生活支 援等のサー ビス部分の 契 約が一体となっ ているもの 。  

イ  建物 賃貸借方式  

賃貸住宅におけ る居住の契 約形態で あり 、居住部分と介 護等のサー ビス

部分の契約が別 々になって いるもの 。 入 居者の死亡をも って契約を 終了す

るという内容は 有効になら ない。  

ウ  終身 建物賃貸借 方式  

建物賃貸借契約 の特別な類 型で、市 長 か ら高齢者の居住 の安定確保 に関

する法律の規定 に基づく終 身建物賃 貸借 事業の認可を受 けたもの。 入居者

の死亡をもって 契約を終了 するという 内 容が有効。  

 

４  設置者  

（１）定款、寄 附行為その 他の当該法 人 の規約に、事業 内容として 有料老人ホ ー

ム事業が明記さ れているこ と。  

また、公益法人 にあっては 、有料老 人ホ ーム事業を行う に当たって 主務官

庁の承認を得て いること。  

 

（ ２ ）事業を 長期間継続 して安定的 に運 営できる経営基 盤が整って い るととも に、

社会的信用の得 られる経営 主体である こ と。  

また、安定した 経営を維持 するため に、 会計監査人（公 認会計士又 は監査

法人）による外 部監査を積 極的に導入 し ていることが望 ましいこと 。  

 

（３）原則とし て、個人経 営でないこ と 。また、少数の 個人株 主等 による独断 専

行的な経営が行 われる可能 性のある体 制 でないこと 。  

 

（ ４ ）他 業を営んでい る場合には 、その 財務内容が適正 であること 。  
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（ ５ ）役員 等の中に 、高齢者 の保健福祉 について知識 、経験を 有する者を 参画さ

せるなど、高齢者の 心身の状況 に配慮し た サービスが適 切に提供さ れる運営

体制が確保され ていること 。  

 

（ ６ ）代表者 及び有料老 人ホーム事 業を 所掌する役員は 、次に掲げ る者でない こ

と。  

ア  会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 331 条第１項の規定に該 当する者  

イ  社会福祉士 及び介護福 祉士法（昭和 62 年法律第 30 号）第３条第２号 か

ら第４号までの 規定に該当 する者  

ウ  老人 福祉法第 38 条から第 43 条まで の規定により罰 則の適用を 受けた者  

 

５  立地条件  

（１）入居者が健康 で安全な生 活を維持 できるよう、交通の 利便性、地域 の環境 、

災害に対する安 全性及び医 療機関等 との 連携等を考慮し て立地する こと。特

に、有料老人ホ ームは、入 居者であ る高 齢者が介護等の サービスを 受けなが

ら長期間にわた り生活する 場であるこ と から、住宅地から遠 距離であっ たり、

入居者が外出す る際に不便 が生じ た りす るような地域に 立地するこ とは好ま

しくないこと。  

また、地域の特 性や需要等 に適合し た施 設となるよう、 設置計画段 階にお

いて十分な調査 を行うとと もに、近 隣住 民に対する説明 会を積極的 に開催す

るなど、有料老 人ホームの 設置につ いて 地域の理解と協 力が得られ るよう努

めること。  

 

（ ２ ）有料老 人ホームの 事業の用に 供す る土地及 び建物 については 、有料老人 ホ

ー ム 事 業 以 外 の 目 的 に よ る 抵 当 権 そ の 他 の 有 料 老 人 ホ ー ム と し て の 利 用 を

制 限 す る お そ れ の あ る 権 利 が 存 し な い こ と が 登 記 簿 謄 本 及 び 必 要 に 応 じ た

現地調査等によ り確認でき ること。  

 

（３）借地によ る土地に有 料老人ホー ム を設置する場合 又は借家に おいて有料 老

人ホーム事業を 実施する場 合には、 入居 契約の契約期間 中における 入居者の

居住の継続を確 実なものと するため 、契 約関係について 次の要件を 満たすこ

と。  

ア  借地の場合 （土地の所 有者と設置 者 による土地の賃 貸借）  

（ア）有料老人 ホーム事業 のための 借地 であること及び 土地の所有 者は有料

老人ホーム事業 の継続につ いて協力す る 旨を契約上明記 すること。  

（イ）建物の登 記をするな ど法律上の 対 抗要件を具備す ること。  

（ウ）入居者との入 居契約の契 約期間 の 定めがない場合 には、借地借家 法（平

成３年法律第 90 号）第３条の 規定に基づ き、当初契 約の借地契 約の期間

は 30 年以上（借地 借家法が適用 されない 場合は 20 年以上）とし、自動

更新条項が契約 に入ってい ること。  
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また、借地借家 法が適用さ れない場合 に は、契約に基づ く権利の保 全

を図るため、地 上権又は賃 借権を設定 す るとともに、こ れを登記す るよ

う努めること。  

（ エ ）無 断譲渡、無断 転貸の禁止 条項が 契約に入ってい ること。  

（オ）設置者に よる増改築 の禁止特 約が ないこと、又は 、増改築に ついて当

事者が協議し土 地の所有者 は特段の 事情 がな い限り増改 築につき承 諾を

与える旨の条項 が契約に入 っているこ と 。  

（カ）賃料改定 の方法が契 約において 長 期にわたり定ま っているこ と。  

（キ）相続、譲 渡等により 土地の所 有者 が変更された場 合であって も、契約

が新たな所有者 に承継され る旨の条項 が 契約に入ってい ること。  

（ク）借地人に 著しく不利 な契約条件 が 定められていな いこと。  

イ  借 家の場合（ 建物の所有 者と設置者 による建物の賃 貸借 ）  

（ア）有料老人 ホーム事業 のための 借家 であること及び 建物の所有 者は有料

老人ホーム事業 の継続につ いて協力す る 旨を契約上明記 すること。  

（イ）入居者と の入居契約 の契約期 間 の 定めがない場合 には、当初 契約の借

家契約の期間は 20 年以上である こととし 、更新後の 借家契約の 期間（極

端に短期間でな いこと）を定め た自動更新 条項が契約に入 っているこ と。 

（ウ）無断譲渡 、無断転貸 の禁止条項 が 契約に入ってい ること。  

（エ）賃料改定 の方法が契 約において 長 期にわたり定ま っているこ と。  

（オ）相続、譲 渡等により 建物の所 有者 が変更された場 合であって も、契約

が新たな所有者 に承継され る旨の条項 が 契約に入ってい ること。  

（カ）建物の賃 借人である 設置者 に 著し く不利な契約条 件が定めら れていな

いこと。  

（キ）入居者と の入居契約 の契約期 間 の 定めがない場合 には、建物 の優先買

取権が契約に定 められてい ることが望 ま しいこと。  

 

（４）土地又 は建物の所 有者と設置 者と の 借 地・借 家 等 の 契 約 関 係 が 複 数 に な る

場 合 に あ っ て は 、 土 地 信 託 方 式 、 生 命 保 険 会 社 に よ る 新 借 地 方 式 及 び 実 質

的 に は 二 者 間 の 契 約 関 係 と 同 一 視 で き る 契 約 関 係 で あ っ て 当 該 契 約 関 係 が

事 業 の 安 定 に 資 す る 等 の や む を 得 な い と 認 め ら れ る も の に 限 ら れ る こ と 。  

 

（ ５ ） 定 期 借 地 ・ 借 家 契 約 に よ る 場 合 に は 、 入 居 者 と の 入 居 契 約 の 契 約 期 間 が

当 該 借 地 ・ 借 家 契 約 の 契 約 期 間 を 超 え る こ と が な い よ う に す る と と も に 、

入 居 契 約 に 際 し て 、 そ の 旨 を 十 分 に 説 明 す る こ と 。 な お 、 入 居 者 と の 入 居

契 約 の 契 約 期 間 の 定 め が な い 場 合 に は 、 定 期 借 地 ・ 借 家 契 約 で は な く 、 通

常 の 借 地 ・ 借 家 契 約 と す る こ と 。  

 

６  建物の規模及び構造設備  

（１）建物は、 入居者が快 適な日常生 活 を営むのに適し た規模及び 構造設備と す

るとともに、外 観等地域の 住宅環境と の 調和にも配慮す ること。  
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また、入居者 との入居契 約の契約期 間 の 定めがない場合 には、70 歳の女性

の平均余命を勘 案し、契約締結 時に 20 年以上の長期間の 利用に供す ることが

できる耐用年数 を有してい ること。  

 

（ ２ ）建物は 、原則とし て建築基準 法に 規定する耐火建 築物又は準 耐火建築物 と

すること。  

 

（３）建物には、建築基準 法、消防法（ 昭和 23 年法律第 186 号）等に定める 避難

設備、消火設備 、警報設備 その他地 震、 火災、ガスもれ 等の防止や 事故・災

害に対応するた めの設備を 十分設け るこ と。なお、既に 設置されて いる有料

老人ホームの建 物が、耐火 建築物又 は準 耐火建築物でな い場 合は、 所轄の消

防署の指導によ り必要な防 火措置等を 講 じること。  

また、緊急通報 装置を設置 する等に より 、入居者の急病 等緊急時の 対応を

図ること。  

 

（４）建物の設 計に当たっ ては、 高齢 者 、障害者等の移 動等の円滑 化の促進に 関

する法律（平成 18 年法律第 91 号）、神 奈川県みんなの バリアフリ ー街づく

り条例を遵守す るとともに 、「高 齢者が居 住する住宅の設 計に係る指 針」（平

成 13 年国土交通省 告示第 1301 号）を踏 まえて、入居者 の身体機能 の低下や

障害が生じた場 合にも対応 できるよう 配 慮すること 。  

特に、介護付有 料老人ホー ム及び住 宅型 有料老人ホーム については 、廊下

や居室など入居 者が通常移 動する範 囲の 設備は、車椅子 での移動が 可能なス

ペースと構造が 確保されて いること。  

 

（ ５ ）建 物の配置及 び構造は、日照、採 光、換気等入居者の 保健衛生に ついて十

分考慮されたも のであるこ と。  

 

（６）次の設備 を設けるこ と。  

ア  居室  

イ  一時介護室  

  設置者（設 置者が委託 又は提携 する 事業者を含む 。 ）が自ら一 時的な介

護サービスを提 供するため の居室で あり 、入居者の状況 等に応じて 適切な

数を確保するこ と。なお、 アの居室 で一 時的な介護サー ビスを提供 するこ

とが可能である 場合は一時 介護室を設 置 しなくてもよい こと。  

 

（７）次の設備 について、 居室内に設 置 しない場合は、 全ての入居 者が利用で き

るように適当な 規模及び数 を設けるこ と 。  

ア  浴室  

  イ  洗面設 備  

  ウ  便所  
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（８）設置者が提供 するサービス 内容に応 じ、次の共同利用の 設備を設け ること。  

  ア  食堂  

  イ  医務室 又は健康管 理室  

  ウ  看護・ 介護職員室  

  エ  機能訓 練室（専用 室を確保す る 場合に限らず、 機能訓練を 行うために 適

当な広さの場所 が確保でき る場合を含 む 。）  

  オ  談話室  

  カ  応接室 又は面談室  

  キ  洗濯室  

  ク  汚物処 理室  

  ケ  健康・ 生きがい施 設（スポー ツ 、レクリエーシ ョン等のた めの施設、 図

書室その他の施 設）  

  コ  前各号 に掲げるも ののほか、 事 務室、宿直室そ の他の運営 上必要な設 備  

 

（９） （６ ）か ら（ ８） に定 める 設備 の 設置及 び整 備の 基準 は、 次に よる こと 。

なお、以下の居 室等の面積 の算定方法 は 壁芯方法による ものとする 。  

ア  居室  

（ア）居室は個室 とする。居 室面積は 13 平方メートル以 上（夫婦用等 で１室

に２人以上の者 を入居させ る場合には 、 １人当たり 10.65 平方メートル

以上）とし、居 室内に便所 、洗面設 備 、 収納設備等を備 える場合に は、

車椅子等の使用 等に支障が ないよう に十 分な居室面積が 確保できる よう

努めること。  

（イ）各居 室は、建 築基準法第 30 条の規 定に基づく界壁 により区分 されたも

のとすること。  

（ ウ ）建 築基準法にお いて地下と される 階に設けないこ と。  

（エ）１以上の 出入口は避 難上有効 な空 地、廊下又は広 間に直接面 して設け

ること。  

（オ）居室にお いて介護サ ービスを 行う 場合は、 サービ スの提供に 必要なベ

ッド等の備品を 備えるとと もに、入 居者 の車椅子の使用 及びストレ ッチ

ャーによる移動 等に支障の ない構造と す ること。  

（カ）ベッドを 備える場合 は、 低床 ベッ ドの導入等によ り 転落によ る重大事

故の未然防止に 資するよう 努めること 。  

イ  一時介護室  

アの基準を準用 すること。  

ウ  食堂  

入居者の状態等 を考慮して 適切に配置 す ること。  

（ア）入居定員 及び車椅子 使用者数 など 入居者の要介護 の状態を勘 案して、

適切な広さ及び 座席数を確 保すること 。  

（イ）衛生面を 配慮したも のとし、 手指 を洗浄する設備 を 食堂の使 用者数を
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勘案して設ける こと。  

エ  浴室  

浴室は、介護付 有料老人ホ ーム及び 住宅 型有料老人ホー ムにあって は、

手すり、スロー プ及び浴槽 用リフト を整 備する とともに 緊急通報装 置等を

備えるなど、入 居者の要介 護の状態等 を 考慮した設備構 造と するこ と。  

要介護者等を入 居対象とす る場合は 、 一 般浴槽のほかに 、特別浴槽 を設

けるとともに、 脱衣室を含 めて入浴 介助 サービスを行う ための十分 な広さ

を確保すること 。  

オ  便所  

居室内又は居室 のある階ご とに居室 に近 接して設置する こと とし、 常夜

灯及び手すり、 緊急通報装 置等 を備 える とともに、要介 護者等の使 用に適

したものとする こと  

なお、共用で使 用する便所 は、居室 のあ る階ごとに原則 として男女 別に

整備すること。  

カ  洗面設備  

居室内又は居室 のある階ご とに居室に 近 接して設置する こと。  

（ア）介護付有 料老人ホー ム及び住 宅型 有料老人ホーム にあっては 、洗面台

を車椅子使用者 に配慮した 高さにす ると ともに、手すり を備えるな ど、

要介護者等が使 用するのに 適したもの と すること。  

（イ）洗剤等の 誤飲・誤食 を防止する た め、保管する設 備を備える こと。  

キ  医務 室 (又は健康管理 室 ) 

介護付有料老人 ホームにあ っては、原 則 として設置する こと。  

医務室を設置す る場合は 、医療法施 行規 則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）

第 16 条に規定する 診療所の構 造設備の基 準に準じたもの とする とと もに、

医薬品等を保管 する錠付ロ ッカーなど 必 要な備品を備え ること。  

ク  談話室  

入居者が交流で きる談話室 を設置する こ と。  

ケ  応接室又は 面談室  

  入居者及び その家族等 と面談する 場 所として、プ ライバシー の保護に配

慮した応接室又 は面談室を 設置するこ と 。  

コ  汚物処理室  

介護付有料老人 ホーム及び 住宅型有 料老 人ホームに あっ ては、保健 衛生

に配慮して居室 のある階ご とに設置す る こと。  

サ  看護・介護 職員室  

介護付有料老人 ホームにあ っては、 緊急 時の迅速な対応 を図るため 、原

則として居室の ある階ごと に設置する こ と。  

（ア） 入居者が日常的に 利用する談 話室 等の共用設備に 面して設置 すること 。 

（イ）カウンタ ーにより区 分するな ど、 談話室及び廊下 等を見通す ことがで

きる形状とする こと。  

シ  機能訓練室  
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介護付有料老人 ホームにあ っては設置 す ること。  

介護サービスを 提供する住 宅型有料 老人 ホームにあって は、要介護 者等

の生活の自立の 支援（心身 機能の保 持増 進）を図る観点 から、設置 するこ

とが望ましいこ と。  

ただし、他に機 能訓練を行 うのに適 当な 広さの場所を確 保できる場 合 は

設置しないこと ができる。  

なお、機能訓練 に必要な設 備及び備品 を 備えること 。  

ス  健康・生き がい施設  

入居者が健康で 生きがいを 持って生 活す ることに資する ため、例え ば、

スポーツ、レク リエーショ ンを目的 とし た施設、芸術、 文化活動を 目的と

した施設、娯楽 のための施 設等を設け る ことが望ましい 。   

セ  エレベータ ー  

介護付有料老人 ホーム及び 住宅型有 料老 人ホームにあっ ては、原則 とし

て２階以上の場 合は設置す ること。 なお 、適切な介護サ ービス等が 提 供で

きるよう入居定 員等に応じ た台数を設 置 すること。  

（ア）少なくと も１基はス トレッチャ ー を収納できる構 造とするこ と。  

（イ）操作盤は 車椅子使用 者に配慮 した 高さにするとと もに、手す りを備え

るなど、要介護 者等が使用 するのに適 し たものとするこ と。  

ソ  スプリンク ラー  

主 に 避難 が 困 難 な 要 介護 者 が 入 居 す る有 料 老 人ホ ー ム は 所 轄 の消 防 署 等

消防機関の指導 を受けてス プリンクラ ー 設備等を適切に 整備するこ と。  

タ  緊急通報装 置  

介護付有料老人 ホーム及び 住宅型有 料老 人ホームにあっ ては、居室 、一

時介護室、浴室 、便所、エ レベータ ー等 にナースコール 等の通報装 置を備

えること。また 、館内放送 設備等の 非常 通報のできる設 備を設ける ことが

望ましい。  

チ  その他  

（ ア ）廊 下  

介護付有料老人 ホーム及び 住宅型有 料老 人ホーム にあっ ては、入居 者

が車椅子等で安 全かつ円滑 に移動す るこ とが可能となる よう、整備 の基

準は次によるこ と。  

ａ  車椅子使用 者がすれ違 うことが でき るよう、廊下の 有効幅員（ 注：

両手すり設置後 の内法。以 下同じ。）は  1.8 メートル以上とするこ と。  

ただし、す べての居室 が個室で 、１室当た りの床面積が 18 平方メー

トル以上であっ て、かつ、 居室内に 便所 及び 洗面設備が 設置されて い

る場合は、廊下 の有効幅員は 1.4 メート ル以上とするこ とができる 。

その場合も、専 ら要介護者 等を入居 対象 とする 有料老人 ホームにあ っ

ては、廊下の有 効幅員は  1.8 メートル以 上とすることが 望ましい。  

ｂ  廊下の両側 に手すりを 連続して 設け るなど、要介護 者等が使用 する

のに適したもの とすること 。  
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ｃ  廊下の曲が り角はすみ 切り等の 処理 を行うなど、車 椅子使用者 の通

行に支障のない 構造とする よう努める こ と。  

（イ）床  

介護付有料老人 ホーム及び 住宅型有 料老 人ホームにあっ ては、転倒 等

による重大事故 の未然防止 に資する ため 、すべりにくく 衝撃を吸収 しや

すい材質を使用 することが 望ましい。  

（ウ）居室等の 出入口  

介護付有料老人 ホーム及び 住宅型有 料老 人ホームにあっ ては、引き 戸

やドアハンドル 等円滑に利 用できる構 造 とすること。  

 

７  既存建築物等の活用の場合等の特例  

（１）木造かつ 平屋建ての 有料老人ホ ー ム  

市 長が 、 火 災予 防 、 消 火活 動 等 に関 し 専 門 的な 知 識 を有 す る もの の 意 見 を

聴いて、次の各 号のいずれ かの要件 を満 たす木造かつ平 屋建ての有 料老人ホ

ームの建物であ って、火災 に係る入 居者 の安全性が確保 されている と認めた

ときは、耐火建 築物又は準 耐火建築物 と することを要し ない。  

ア  スプリンク ラー設備の 設置、天井等の 内装材等への難 燃性の材料 の使用 、

調理室等火災が 発生するお それが あ る箇 所における防火 区画の設置 等によ

り、初期消火及 び延焼の抑 制に配慮し た 構造であること 。  

イ  非常警報設 備の設置等 による火 災の 早期発見及び通 報の体制が 整備され

ており、円滑な 消火活動が 可能なもの で あること。  

ウ  避難口の増 設、搬送を 容易に行 うた めの十分な幅員 を有する避 難路の確

保等により、円 滑な避難が 可能な構 造で あり、かつ、避 難訓練を頻 繁に実

施すること、配 置人員を増 員するこ と等 により、火災の 際の円滑な 避難が

可能なものであ ること。  

 

（２）既存の建 築物を転用 して開設さ れ る有料老人ホー ム  

既存の建築物を 転用して開 設される 有料 老人ホーム につ いて、建物 の構造

上６（９）ア及 び６（９） チ（ア） に定 める基準を満た すことが困 難である

場合は、以下の 措置を講じ ること。  

ア  ６（９）に 定める基準 を満たし てい ない事項につい て、重要事 項説明書

又は管理規程に 記入し、そ の内容を 適切 に入居者又は入 居希望者に 対して

説明すること。  

イ  居室及び一 時介護室が ６（９ ）ア（ ア ）の居室面積 が確保でき ない場合、

又は６（９）ア （オ）の基 準を満た さな い場合は、居室 外に収納設 備を設

けるなど有効面 積の確保に 努めると とも に、談話室を複 数設置する など、

６（９）アの基 準を満たし た場合と 同等 の効果が得られ ると認めら れる代

替措置を講じる こと。  

ウ  廊下が６（ ９）チ（ア ）ａの有 効幅 員が確保できな い場合は、 待避スペ

ースや転回スペ ースを設け る、入居 者の 希望に応じて職 員が廊下の 移動を
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介助するなど、 ６（９）チ （ア）の 基準 を満たした場合 と同等の効 果が得

られると認めら れる代替措 置を講じる こ と。  

エ  イ、ウの代 替措置を直 ちに実施 でき ない場合は、将 来において ６ （９）

に定める基準に 適合させる 改善計画を 策 定し、入居者への説 明を行うこ と。 

 

（３）戸建住宅 等であった 有料老人ホ ー ム  

戸建住宅等（延 べ面積 200 ㎡未満かつ階 数３以下）を有 料老人ホ ー ムとし

て 利用 す る 場 合 にお い て は 、在 館 者 が 迅 速 に避 難 で き る 措置 を 講 じ るこ と に

より、耐火建築 物又は準耐 火建築物と す ることを要しな い。  

 

（４）未届の有 料老人ホー ム  

既に設置されて いるが老人 福祉法第 ２９ 条第１項に基づ く届出 がさ れてな

い有料老人ホー ムについて 、建物の 構造 上 ６（６）から （９）に定 める基準

を満たしていな い場合は、 有効な代 替措 置を講じるとと もに、建物 の改修時

等にできる限り 基準に適合 するよう対 処 すること。  

な お 、既 に 設 置 さ れ て い るが 老人福祉法 第２９条第１項 に基づく届 出がさ

れてない 有 料 老 人 ホ ー ム の 建 物 が 、耐 火 建 築 物 又 は 準 耐 火 建 築 物 で な い 場 合

は 、 所 轄 の 消 防 署 の 指 導 に よ り 必 要 な 防 火 措 置 等 を 講 じ る こ と 。  

 

（ ５ ）高 齢者専用賃貸 住宅であっ た有料 老人ホーム  

高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 2 3

年法律第 32 号）の施行（平成 23 年 10 月 20 日）の際、現に 改正法によ る改

正前の高齢者の 居住の安定 確保に関 する 法律第４条に規 定する高齢 者円滑入

居賃貸住宅の登 録を受けて いる高齢 者専 用賃貸住宅であ った有料老 人ホーム

については、６ （２）、（ ３）、（ ６） 、（７）、（８ ）、（９） ア、イ、

エ、オ、キ、チ（ア）、７（１）の基準を 適用しない。ただし、建築 基準法、

消防法等に定め る避難設備 、消火設 備、 警報設備その他 地震、火災 、ガスも

れ等の防止や事 故、災害に 対応するた め の設備を十分に 設けること 。  

 

８  職員の配置等、研修及び衛生管理等  

（１）職員の配 置  

ア  提供するサ ービス内容 に応じて 、そ の呼称にかかわ らず、次の 職員を配

置すること。  

事務員、生活相 談員（サー ビス付き 高齢 者向け住宅の登 録を受けて いる

場合は、国土交 通省・厚生 労働省関 係高 齢者の居住の安 定確保に関 する法

律施行規則（平成 23 年厚生労働省・国土 交通省令第２号）第 11 条第１号

の規定に基づく 状況把握サ ービス及び 生 活相談サービス を提供する 職員）、

介護職員、看護 職員、機能 訓練指導員 、 栄養士 、調理員  

イ  特定施設入 居者生活介 護等の事 業者 の指定を受けた 有料老人ホ ーム にあ

っては、指定基 準において 規定され てい る人員に関する 基準を遵守 すると
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ともに、介護保 険対象外の サービス を提 供する場合は、 そのサービ スの内

容に見合った職 員を適切に 配置するこ と 。  

ウ  イを除く有 料老人ホー ムにおける 職 員配置は次によ ること。  

（ア）管理者 (施設長 )及び 夜間対応 職員 を必ず配置する こと。なお 、管理者

（施設長）につ いては、原 則として常 勤 ・専従 を基本と すること。  

（イ）各職員の 配置数は、 入居者の 数や 要介護等の状態 に即して、 適切な数

を確保すること とし、さら に、夜間 の介 護及び緊急時等 に対応でき る職

員体制及び勤務 ローテーシ ョンとする こ と。  

エ  ウにかかわ らず、有料 老人ホー ムの 運営に支障がな いと認めら れる場合

は、当該有料老 人ホームの 他の 職務 又は 当該有料老人ホ ームに併設 されて

いる施設や事業 所の職務を 兼務できる こ ととする。  

また、他の業務 を兼務する 場合にあ って は、各職員につ いて、それ ぞれ

の職務の内容に 応じた勤務 状況を明 確に する観点から、 適切に勤務 表の作

成及び管理を行 うこと。  

オ  調理業務等 を外部に委 託する場 合、 特定施設入居者 生活介護等 （外部サ

ービス利用型特 定施設入居 者生活介 護及 び外部サービス 利用型介護 予防特

定施設入居者生 活介護を除 く）の事 業者 の指定を受けた 有料老人ホ ームを

除く有料老人ホ ームにあっ ては訪問 介護 等の介護保険サ ービスを利 用する

ことにより適切 な処遇が確 保できる 場合 等は、一部の職 員を置かな いこと

ができる。  

カ  介護サービ スを提供す る有料老 人ホ ームにあっては 、アからオ のほか、

提供する介護サ ービスの内 容に応じ 、 次 によること。  

（ア）要介護者 等を直接処 遇する職 員（ 介護職員及び看 護職員をい う。）に

ついては、介護 サービスの 安定的な 提供 に支障がない職 員体制とす るこ

と。  

（イ）介護職員 のうち１人 以上は常 勤の 者とする。また 、特に施設 の開設時

においては、高 齢者の介護 について 知識 及び経験を有す る者が、過 半数

を占めるように 配慮するこ と。  

（ウ）看護職員 のうち１人 以上は常 勤の 者とし、入居者 の健康管理 に必要な

数を配置するこ と。ただし 、看護職 員と して看護師の確 保が困難な 場合

には、准看護師 を充てるこ とができる 。  

（エ）機能訓練 指導員は、 日常生活 を営 むのに 必要な機 能の減退を 防止する

ための訓練を行 う能力を有 する者を配 置 すること。  

（オ）施設の管 理者 (施設長 )及び介 護サ ービスの責任者 の地位にあ る者は、

高齢者の介護に ついて知識 及び経験 を有 する者とし、原 則として次 のい

ずれかに該当す る者とする 。  

ａ  社会福祉士 、介護福祉 士、保健師 又 は看護師等の資 格を有する 者  

ｂ  特別養護老 人ホーム等 の介護保 険施 設又は有料老人 ホーム等に おい

て、２年以上介 護サービス に従事した 経 験を有する者  
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（ ２ ）職 員の研修  

ア  職員に対し ては、採用 時及び採 用後 において定期的 に研修を実 施するこ

と。  

特に、生活相談 員、計画作 成担当者 (介護 支援専門員 )、介護職 員及び看

護職員について は、高齢者 の心身の 特性 、実施するサー ビスのあり 方及び

内容、認知症介 護、虐待防 止、身体 的拘 束のない介護、 ユニットケ ア 、介

護事故の防止及 び感染症対 策等の介 護に 関する知識及び 技術並びに 作業手

順等について、 体系的かつ 継続的に 研修 を行う必要があ ることから 、管理

者 (施設長 )の責務として、 毎年度当 初に 職員研修計画を 策定し、そ の計画

に基づいて研修 を実施する こと。  

なお、職員研修 計画の策定 に際して は、 職員の意向をで き る限り反 映さ

せるとともに、 関係団体等 が開催す る研 修会 などにも、 職員を積極 的に参

加させるよう努 めること。  

  イ  介護に 直接携わる 職員（看護 師 、准看護師、介 護福祉士、 介護支援専 門

員、介護保険法 第８条第２ 項に規定 する 政令で定める者 等の資格を 有する

者その他これに 類する者を 除く。） に対 し、認知症介護 基礎研修を 受講さ

せるために必要 な措置を講 じること。  

 

（ ３ ）職 員の衛生管理 等  

ア  職員の心身 の健康に留 意し、職 員の 疾病の早期発見 及び健康状 態の把握

のために、採用 時及び採用 後におい て定 期的に健康診断 を行うとと もに、

メンタルヘルス を含めて健 康管理に 関す る相談体制を 確 保するよう 努める

こと。また、労 働安全衛生 法（昭和 47 年法律第 57 号）等に基づき、就 業

中の衛生管理に ついて十分 な点検を行 う こと。  

イ  適正なサー ビスの提供 を確保する 観 点から、職場に おいて行わ れる性的  

な言動又は優越 的な関係を 背景とし た言 動であって業務 上必要かつ 相当な

範囲を超えたも のにより職 員の就業 環境 が害されること を防止する ため、

職場におけるハ ラスメント の内容及 び職 場におけるハラ スメントを 行って

はならない旨の 方針を明確 化し、職 員に 周知・啓発する とともに、 相談に

対応する担当者 をあらかじ め定める こと 等により、相談 への対応の ための

窓口をあらかじ め定め、職 員に周知す る 等、必要な措置 を講じるこ と。  

また、入居者や その家族等 からの著 しい 迷惑行為（カス タマーハラ スメ

ント）の防止の ために、相 談に応じ 、適 切に対応するた めに必要な 体制を

整備するなど、 必要な対策 を講じるこ と が望ましい。  

 

（ ４ ）職 員の秘密保持  

有料老人ホーム の職員又は 職員であ った 者が、正当な理 由なく、そ の業務

上知り得た入居 者又はその 家族の秘 密を 漏らすことがな いよう、有 料老人ホ

ームの設置者は 必要な措置 を講じ るこ と 。  

なお、設置者にあ っては、個 人情報の保 護に関する法律（ 平成 15 年法律第



 

- 15 - 

57 号）及び同 法に基づく「医 療・介護関 係事業者 におけ る個人情報 の適切な

取扱いのための ガイダンス 」 （個人 情報 保護委員会・厚 生労働省） 」等に基

づき、個人情報 の適正な取 扱いに留意 す ること。  

（５）職員への 提供サービ スの周知徹 底  

設置者は、１０ に掲げるサ ービス等 の提 供に係る入居者 との契約を 締結す

る場合、その職 員に対して 、提供す るサ ービス等の内容 を十分に周 知徹底す

ること。  

 

９  施設の管理・運営  

（１）管理規程 等の制定  

次に掲げる施設 の管理に関 する事項 につ いて 、公益社団 法人全国有 料老人

ホーム協会が発 行している 「有料老 人ホ ーム標準管理規 程」を参考 にして、

管理規程を定め ること。  

また、管理規程を変 更する場合に は、運営 懇談会で意見を 求めるとと もに、

変更する場合の 手続を入居 契約書に規 定 すること。  

ア  施設の目的 及び運営の 方針  

イ  入居者の定 員及び居室 数  

ウ  組織の体制 及び職員の 配置状況  

エ  居室や共用 設備等の利 用に当たっ て の留意事項  

オ  管理費、食 費、介護費 用等の利用 料 の詳細  

カ  サービスの 内容及びそ の費用負担 の 詳細  

キ  業務の全部 又は一部を 委託する 場合 の委託内容（施 設の警備業 務など入

居者の処遇と直 接関わらな い業務を除 く ）  

ク  介護を行う 場合の基準 （介護サー ビ スを提供する場 合の内容、 料金等）  

ケ  医療を要す る場合の対 応  

コ  緊急やむを 得ず身体的 拘束を行う 場 合の手続  

サ  やむなく入 居者の金銭 等の管理 を行 う場 合の具体的 な管理方法 、入居者

又は身元引受人 等への定期 的報告等  

シ  入居者及び その家族等 からの苦情 に 対する対応  

ス  緊急時、非 常災害時の 対応  

セ  運営懇談会 の運営及び 審議事項  

ソ  その他施設 の運営に関 する重要事 項  

 

（ ２ ）書 類等の整備  

次の関係書類を 整備し、保 存するこ と。 な お、特定施設 入居者生活 介護等

の事業者の指定 を受けた有 料老人ホ ーム にあっては、こ れに加えて 指定基準

において規定さ れている記 録の整備及 び 保存を遵守する こと。  

ア  入居者及び その身元引 受人等の氏 名 及び連絡先を明 らかにした 名簿  

イ  職員に関す る書類  

履歴書、雇用契 約書、職員 勤務表、出 勤簿 、給与明細書、給与支払台 帳、
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源泉徴収報告書  

ウ  入居者に関 する書類  

入居者との契約 書、重要事項説 明書 (契約 者及び説明者が 署名したも の )、

入居者の入居時 における心 身の状況 等の 記録、入居者に 対するサー ビス提

供の記録（健康 診断、健康 管理、健 康保 持のための措置 、医薬品管 理、食

事提供管理、介 護記録等） 、居室の 変更 に関わる同意書 、緊急やむ を 得な

い場合の身体的 拘束に関す る記録、 事故 の内容及び措置 の状況に関 する記

録、入居者や家 族等からの 苦情に関 する 記録、入居者の 金銭等の管 理に関

する記録等  

エ  施設の管理 ・運営に関 する書類  

修繕及び改修の 実施状況、 管理規程 、有 料老人ホーム重 要事項説明 書、

協力医療機関と の契約書、 前払金の 保全 措置を講じたこ とを証する 書類、

業務の全部又は 一部を委託 した場合 の状 況確認書 、事故 発生の防止 のため

の指針、保健衛 生管理 (食中毒対 策、感染 症対策等 )に関する書 類、消防計

画に関する書類 及び防災訓 練実施記 録、 サービスマニュ アル（健康 管理基

準等を含む）、緊急時（事故、災害、急 病・集団感染等 ）対応マニ ュアル、

苦情処理マニュ アル、職員 研修計画 及び 実施記録並びに 運営懇談会 の記録

等  

オ  会計に関す る書類  

出納簿、領収書 、払込通知 書等  

 

（ ３ ） 業 務 継 続 計 画 の 策 定 等  

ア  感 染 症 や 非 常 災 害 の 発 生 時 に お い て 、入 居 者 に 対 す る 処 遇 を 継 続 的 に 行

う た め の 、及 び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画（ 以 下「 業

務 継 続 計 画 」と い う 。）を 策 定 し 、当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 い 必 要 な 措 置 を

講 じ る こ と 。計 画 の 策 定 に あ た っ て は 、「 介 護 施 設・事 業 所 に お け る 感 染

症 発 生 時 の 業 務 継 続 ガ イ ド ラ イ ン 」及 び「 介 護 施 設・事 業 所 に お け る 自 然

災 害 発 生 時 の 業 務 継 続 ガ イ ド ラ イ ン 」 を 参 照 さ れ た い 。  

ま た 、想 定 さ れ る 災 害等 は 地 域 に よ って 異 な るも の で あ る こ とか ら 、 項

目 に つい て は 実 態 に応 じ て 設 定 する こ と 。 な お、 感 染 症 及 び災 害 の 業 務 継

続計画を一体的 に策定する ことを妨げ る ものではない。  

イ  職 員 に 対 し 、業 務 継 続 計 画 に つ い て 周 知 す る と と も に 、必 要 な 研 修 及 び

訓 練 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。な お 、訓 練 に つ い て は 、机 上 を 含 め そ の 実

施 手 法 は 問 わ な い も の の 、机 上 及 び 実 地 で 実 施 す る も の を 適 切 に 組 み 合 わ

せ な が ら 実 施 す る こ と が 適 切 で あ る 。な お 、業 務 継 続 計 画 の 策 定 、研 修 及

び 訓 練 の 実 施 に つ い て は 、他 の 設 置 者 と の 連 携 等 に よ り 行 う こ と も 差 し 支

え な い 。  

ウ  定 期 的 に 業 務 継 続 計 画 の 見 直 し を 行 い 、必 要 に 応 じ て 業 務 継 続 計 画 の 変

更 を 行 う も の と す る 。  
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（ ４ ） 非 常 災 害 対 策  

ア  非 常 災 害 に 関 す る 具 体 的 計 画 を 立 て 、 非 常 災 害 時 の 関 係 機 関 へ の 通 報

及 び 連 携 体 制 を 整 備 し 、 そ れ ら を 定 期 的 に 職 員 に 周 知 す る と と も に 、 定

期 的 に 避 難 、 救 出 そ の 他 必 要 な 訓 練 を 行 う こ と 。 な お 、 「 非 常 災 害 に 関

す る 具 体 的 計 画 」 と は 、 消 防 法 施 行 規 則 第 ３ 条 に 規 定 す る 消 防 計 画 （ こ

れ に 準 ず る 計 画 を 含 む 。 ） 及 び 風 水 害 、 地 震 等 の 災 害 に 対 処 す る た め の

計 画 を い う 。  

イ  ア に 規 定 す る 訓 練 の 実 施 に 当 た っ て 、 地 域 住 民 の 参 加 が 得 ら れ る よ う

連 携 に 努 め る こ と 。  

 

（ ５ ） 衛 生 管 理 等  

ア  入居者が使 用する食堂 等の什器 、備 品その他の設備 又は飲用に 供する水

について、衛生的な 管理に努め、又は 衛生 上必要な措置を 講じるとと もに、

医薬品及び医療 用具の管理 を適正に行 う こと。  

（ア）水道法（ 昭和 32 年法 律第  177 号）の適用されな い小規模の 水道につ

いても、専用水 道と同様、 水質検査 、塩 素消毒法等衛生 上必要な措 置 を

講じること。  

（イ）常に施設 内外の生活 環境を清潔 に 保つこと。  

イ  感 染 症 が 発 生 し 、 又 は ま ん 延 し な い よ う に 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ る

こ と 。  

（ ア ） 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ

レ ビ 電 話 装 置 そ の 他 の 情 報 通 信 機 器 （ 以 下 、 「 テ レ ビ 電 話 装 置 等 」 と

い う 。 ） を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。 ） を お お む ね ６ 月

に １ 回 以 上 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を

図 る こ と 。 な お 、 委 員 会 に つ い て は 、 感 染 対 策 の 知 識 を 有 す る 者 を 含

む 、 幅 広 い 職 種 に よ り 構 成 す る こ と が 望 ま し い 。  

（ イ ） 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。  

（ ウ ） 職 員 に 対 し 、 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修 及 び 訓 練

を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。 な お 、 訓 練 に つ い て は 、 机 上 を 含 め そ の 実

施 手 法 は 問 わ な い も の の 、 机 上 及 び 実 地 で 実 施 す る も の を 適 切 に 組 み

合 わ せ な が ら 実 施 す る こ と が 適 切 で あ る 。  

ウ  感染症が発 生し、又は まん延し ない ように、 保健所 の指導のも とに必要

な措置を講じる こと。  

（ア）食中毒及 び感染症の 発生を防 止す るための措置等 について、 必要に応

じて保健所の助 言、指導を求 める とともに 、常に密接な連携を 保つこと。  

（イ）特にイン フルエンザ 対策、腸 管出 血性大腸菌感染 症対策、レ ジオネラ

症対策等につい ては、その 発生及び まん 延を防止するた め、厚生労 働省

から発出されて いる通知等 に基づき、 適 切な措置を講じ ること。  

（ウ）定期的に 調理に従事 する者の検 便 を行うこと。  

（エ）空調設備 等により施 設内の適温 の 確保に努めるこ と。  
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エ  食堂、便所 等の共用の 洗面設備及 び 医務室 (又は健康管理 室 )等において

は、共用でタオ ルを使用し ないこと。  

 

（６）緊急時の 対応  

（３）から（５ ）に掲げる もののほか 、 次に掲げる措置 を講じるこ と。  

ア  事故・災害 及び急病・ 負傷・集 団感 染等の緊急時に 迅速かつ適 切に対応

できるように、 対応方法等 に関する マニ ュアル等を備え るとともに 、職員

の業務分担を明 確にし、こ れらの周知 を 徹底すること。  

イ  火災や地震 等の災害に 備え、消 防計 画等に基づき所 轄の消防署 と連携を

図りながら、避 難等必要な 訓練を定 期的 に行う とともに 、実施結果 を記録

すること。  

ウ  ア及びイに 定める計画 の策定や訓 練 の実施にあたっ ては、（３ ）から（５）

に定める計画や 訓練と併せ て実 施する こ ととして差し支 えない。  

 

（７）医療機関 等との連携  

ア  入 居 者 の 病 状の 急 変 等 に備 え る た め 、 近距 離 （ 移 送 に要 す る 時 間が お お

むね 20 分以内）で 、かつ内 科・整形 外科・精神科等の 診療科目を 標榜して

い る 医療 機 関 と 協 力す る 旨 及 び その 協 力 内 容 を取 り 決 め て おく こ と 。 そ の

際 、 入居 者 の 急 変 時等 に 、 相 談 対応 や 診 療 を 行う 体 制 を 常 時確 保 し た 協 力

医療機関を定め るよう努め ること。  

イ  当 該 有 料 老 人ホ ー ム の 設置 者 は 、 感 染 症の 予 防 及 び 感染 症 の 患 者に 対 す

る医療に関する 法律（平 成 10 年法律第 1 14 号）第６条 第 17 項に規定する

第 二 種協 定 指 定 医 療機 関 と の 間 で、 新 興 感 染 症（ 同 条 第 ７ 項に 規 定 す る 新

型 イ ンフ ル エ ン ザ 等感 染 症 、 同 条第 ８ 項 に 規 定す る 指 定 感 染症 又 は 同 条 第

９ 項 に規 定 す る 新 感染 症 を い う 。） の 発 生 時 等の 対 応 を 取 り決 め る よ う 努

めること。  

ウ  協 力 医 療 機 関が 第 二 種 協定 指 定 医 療 機 関で あ る 場 合 にお い て は 、当 該 第

二 種 協定 指 定 医 療 機関 と の 間 で 、新 興 感 染 症 の発 生 時 等 の 対応 に つ い て 協

議を行うこと。  

エ  入 居 者 が 協 力医 療 機 関 その 他 の 医 療 機 関に 入 院 し た 後に 、 当 該 入居 者 の

病 状 が軽 快 し 、 退 院が 可 能 と な った 場 合 に お いて は 、 再 び 当該 有 料 老 人 ホ

ームに速やかに 入居させる ことができ る よう努めること 。  

オ  歯 科 医 療 機 関と 協 力 す る旨 及 び そ の 協 力内 容 を 取 り 決め て お く よう 努 め

ること。  

カ  当 該 協 力 医 療機 関 （ 協 力歯 科 医 療 機 関 を含 む 。 以 下 同じ 。 ） と の協 力 内

容 （ 健康 相 談 ・ 健 康診 断 及 び 受 診・ 治 療 等 の 協力 、 入 院 加 療が 必 要 と な っ

た 場 合の 協 力 、 夜 間等 に お け る 病状 急 変 時 等 の協 力 ） 及 び 当該 協 力 医 療 機

関の診療科目、 協力科目等 について入 居 者に周知してお くこと。  

キ  入 居 者 が 適 切に 健 康 相 談や 健 康 診 断 を 受け ら れ る よ う、 協 力 医 療機 関 に

よる医師の訪問 や、嘱託医 の確保など の 支援を行うこと 。  
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ク  入 居 者 が 、 医療 機 関 を 自由 に 選 択 す る こと を 妨 げ な いこ と 。 協 力医 療 機

関は、あくまでも、入居 者の選択肢 として 設置者が提示す るものであ って、

当該医療機関に おける診療 に誘引する た めのものではな い。  

ケ  医 療 機 関 か ら入 居 者 を 患者 と し て 紹 介 する 対 価 と し て金 品 を 受 領す る こ

と そ の他 の 健 康 保 険事 業 の 健 全 な運 営 を 損 な うお そ れ の あ る経 済 上 の 利 益

を 受 ける こ と に よ り、 入 居 者 が 当該 医 療 機 関 にお い て 診 療 を受 け る よ う に

誘引してはなら ないこと。  

 

（ ８ ） 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 と の 関 係  

  ア  近 隣 に 設 置 さ れ て い る 介 護 サ ー ビ ス 事 業 所 に つ い て 、 入 居 者 に 情 報 提

供 す る こ と 。  

  イ  入 居 者 の 介 護 サ ー ビ ス の 利 用 に あ っ て は 、 設 置 者 及 び 当 該 設 置 者 と 関

係 の あ る 事 業 者 な ど 特 定 の 事 業 者 か ら の サ ー ビ ス 提 供 に 限 定 又 は 誘 導 し

な い こ と 。    

ウ  入 居 者 が 希 望 す る 介 護 サ ー ビ ス の 利 用 を 妨 げ な い こ と 。  

 

（ ９ ）地 域との連携・ 交流  

地域住民又はボ ランティア 等の自発 的な 活動との連携又 は相互の協 力を行

うことにより、 地域との交 流に努める こ と。  

 

（１０）苦情対 応  

ア  入居者及び その家族等 からの苦 情に 対し迅速かつ誠 実に対応し 円滑な解

決を図るため、 相談しやす い環境の 整っ た苦情相談窓口 を設置し責 任者を

明確化するとと もに、職員 が適切な 対応 を行うための留 意点等を定 めた苦

情対応マニュア ル等の整備 をするなど 、 苦情解決の体制 を整備する こと。  

イ  次の外部の 苦情相談機 関の電話 番号 を、有料老人ホ ーム重要事 項説明書

等に記載すると ともに施設 内の見や すい 場所に表示し、 入居者及び その家

族等に周知する こと。  

（ア）相模原市 健康福祉局 地域包括 ケア 推進部福祉基盤 課（届出業 務及び指

導業務を所掌）  

（イ）公益社団 法人全国有 料老人ホー ム 協会  

また、特定施設 入居者生活 介護等の 事業 者の指定を受け た有料老人 ホ

ームにあっては 、神奈川県 国民健康 保険 団体連合会 の電 話番号を併 せて

周知すること。  

ウ  入居者及び その家族等 から苦 情 を受 け付けた場合に は、迅 速か つ誠実に

対応し的確に苦 情を解決す るととも に、 当該苦情の内容 及び対応の 状況等

について、記録 して保存し 、運営懇談 会 におい て報告す ること。  

また、苦情申出 を行った入 居者及び その 家族等に対して 、 対応その 他に

おいて差別的取 扱いを一切 しないこと 。  

エ  入居者及び その家族等 から相談 を受 けた 苦情相談機 関が当該経 過状況の
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聴取等を求めた 場合には、 誠実に回答 す ること。  

オ  入居者及び その家族等 からの苦 情申 立に関する対応 について、 入居契約

書及び管理規程 において規 定すること 。  

 

（１１）事故へ の対応  

ア  事故の防止 に向けた対 応  

（ア）事故が発 生した場合 の対応 及 び事 故発生時の家族 等への 報告 の方法等

が記載された事 故発生の防 止のための 指 針を整備するこ と。  

（イ）事故発生 の防止のた めの委員 会 （ テレビ電話装置 等を活用し て行うこ

とができるもの とする。） 及び職員に 対 する研修を定期 的に行うこ と。  

（ウ） 事故が発生した場 合又はそれ に至 る危険性がある 事態が生じ た場合に 、

当該事実が報告 され、その 原因の多 角的 分析を通した改 善策につい て職

員に周知徹底す る体制を整 備するこ と。 なお、再発防止 対策につい ては

さらに検証を行 うこと。  

（エ）（ア）か ら（ウ）に 掲げる措 置を 適切に実施する ための担当 者を置く

こと。  

（オ）再発防止 に係る検証 について 、記 録を保存すると ともに、運 営懇談会

において報告す ること。  

イ  事故発生時 の対応  

（ア）災害、負 傷及び集団 感染等の 事故 が発生した場合 には、消防 署、保健

所及び協力医療 機関等と連 携しながら 直 ちに必要な措置 を講じるこ と。  

（イ）事故の内 容や措置状 況等につ いて 記録するととも に、入居者 の家族等

に遅滞なく連絡 すること。  

（ウ）設置者の 責めに帰す べき事由 によ り、 入居者に賠 償すべき事 故が発生

した場合は、入 居者に対し ての損害賠 償 を速やかに行う こと。  

ウ  行政への報 告  

報告すべき事故 の範囲及び 報告の手 順は 「相模原市介護 サービス事 業者

等における事故 に係る報告 取扱要領 」に 従い 、相模原市 健康福祉局 地域包

括ケア推進部福 祉基盤課に 報告するこ と 。  

 

（ １ ２ ）運 営懇談会の 設置等  

有料老人ホーム 事業の運営 について、入 居者の積極的な 参加を促し、か つ、

外 部の 者 等 と の 連携 に よ り 透明 性 を 確 保 す る観 点 か ら 、 運営 懇 談 会 （テ レ ビ

電 話装 置 等 を 活 用し て 行 う こと が で き る も のと す る 。 ） を設 置 し 、 その 運 営

に 当た っ て は 、 次の 事 項 に つい て 配 慮 す る こと 。 た だ し 、入 居 定 員 が少 な い

な どの 理 由 に よ り、 運 営 懇 談会 の 設 置 が 困 難 な と き は 、 地域 と の 定 期的 な 交

流 が確 保 さ れ て いる こ と や 、入 居 者 の 家 族 との 個 別 の 連 絡体 制 が 確 保さ れ て

い るこ と な ど の 代替 と な る 措置 が あ り 、 か つ、 当 該 措 置 が運 営 懇 談 会の 代 替

に なる も の と し て入 居 者 へ の説 明 を 行 っ て いる 場 合 に あ って は 、 こ の限 り で

ない。  
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ア  運 営 懇 談 会 は、 管 理 者 （施 設 長 ） 、 職 員及 び 入 居 者 によ っ て 構 成さ れ る

こと。  

イ  運営懇談会 の開催に当 たっては 、入 居者及び入居者 のうち要介 護者等に

ついてはその身 元引受人等 に必ず周知 し、参加できるよう に配慮する こと。 

ウ  施設の運営 について外 部からの 点検 が働くよう、職 員 及び入居 者以外の

第三者的立場に ある学識経 験者、民生 委 員などを加える よう努める こと。  

エ  運営懇談会 では、次に 掲げる事 項を 定期的に報告し 、説明する こと。ま

た、入居者の要 望、意見を 運営に反映 さ せるよう努める こと。  

（ア）入居者の 状況  

（イ）サービス 提供の状況  

（ウ）管理費、 食費その他 の入居者 が設 置者に支払う金 銭に関する 収支等の

内容  

（エ）貸借対照 表や損益計 算書等の財 務 諸表に基づいた 経営状況  

（オ）事故の発 生や苦情申 出に関する 対 応  

（カ）行政によ る指導監査 の結果等  

オ  入居定員の 増加を伴う 変更、施 設類 型の変更、介護 保険の変更 及びその

他施設運営に係 わる重大な 事項の変 更、 居住の権利形態 の変更、入 居時の

要件の変更、敷 地及び建物 の権利関 係の 変更、建物の増 改築構造、 レイア

ウト、居室数の 変更、前払 金及び利 用料 の変更並びに管 理規程の変 更につ

いては、事前に 相模原市健 康福祉局 地域 包括ケア推進部 福祉基盤課 に相談

を行ってから運 営懇談会で 説明の上、 所 要の手続きを行 うこと。  

カ  施設運営及 び入居者処 遇につい て、 重大な影響が生 じる恐れが ある場合

は、臨時に運営 懇談会を開 催し、入居 者 及びその家族等 に説明する こと。  

キ  運営懇談会 を開催した 際には、議 題 (審議内容 )とともに、 入居者から の

意見及び施設が 説明した内 容等につ いて 議事録を作成し 、入居者及 びその

家族等に配布す ること。  

ク  運営懇談会 の設置及び 審議事項 等に ついて、入居契 約書及び管 理規程に

おいて規定する こと。  

 

（ １ ３ ）施 設運営等に 関する評価  

サービスの内容 、人権への 配慮、地 域と の交流、事故防 止対策、組 織・職

員体制及び職員 研修等につ いて、入 居者 及びその家族並 びに職員等 に対して

アンケート調査 等を実施す ることに より 、施設自らが運 営状況に関 する評価

を行うとともに 、第三者機 関による 評価 の導入及び結果 の公表に努 め、常に

その改善を図る こと。  

 

（ １ ４ ）業 務の委託  

有料老人ホーム の業務の全 部又は一 部を 、委託により他 の事業者に 行わせ

る場合にあって は、施設の 警備業務 など 入居者の処遇と 直接関わら ない業務

を除いて、委託先及 び委託内容 等を 有料老 人ホーム重要事 項説明書に 記載し 、
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入居契約書及び 管理規程に は委託す る旨 を記載すること 。 また、当 該委託事

業者の業務の実 施状況につ いて定期 的に 確認するととも に、その内 容を記録

し保存すること 。  

特に介護サービ スを委託す る場合に あっ ては、委託先へ の指揮命令 権限を

明確に確保する とともに、 委託先に よる 職員研修の実施 及び定期的 な事業報

告を義務づける こと。  

 

（ １ ５ ）休 止及び廃止 等  

有料老人ホーム の運営に支 障が生じ る恐 れがある場合に は、入居者 等に状

況及び今後の運 営計画につ いて十分説 明 すること。  

また、有料老人 ホームをや むを得ず 休止 若しくは廃止す る場合 には 、十分

な時間と機会を 設けて入居 者等に説 明す るとともに、入 居者との契 約内容の

誠実な履行等に 努力するこ と。  

 

１０  サービス等  

設置者は、入居 者に対して 、契約内 容に 基づき、 次に掲 げるサービ ス等を自

ら提供する場合 にあっては 、それぞれ 、 その心身の状況 に応じ適切 なサービス

を提供すること 。  

サービスの提供 に当たって は、懇切 丁寧 を旨とし、入居 者及びその 家族に対

してサービスの 提供上必要 な事項につ い て、理解しやすいよ うに説明す ること 。 

また、サービス マニュアル 等を策定 する ことにより、サ ービスの内 容を標準

化・明確化し、 これに基づ いて適切な サ ービスを実施す ること。  

（１）食事サー ビス  

ア  栄養及び入 居者の心身 の状況を 考慮 した食事を、一 般の家庭生 活に準じ

た適切な時間に 提供するこ と。  

イ  入居者の嗜 好調査を実 施するな どし て、入居者の希 望に配慮し た献立と

するとともに、 事前に栄養 士による 献立 表を作成し、入 居者の目に 触れや

すい場所に掲示 すること。  

ウ  入居者の健 康状態並び に咀嚼能 力及 び摂取能力等に 応じた食事 （半粥・

全粥、刻み食、 ミキサー食 等）を提供 す ること。  

エ  糖尿病等に より治療食 の提供が 必要 な入居者に対し ては、医師 や栄養士

の指導により治 療食を提供 すること。  

オ  要介護者等 についても 、可能な 限り 離床して、食堂 で食事を摂 ることを

支援すること。  

ただし、食堂に おいて食事 を摂るこ とが 困難な入居者に 対しては、 居室

において食事提 供するなど 必要な配慮 を 行うこと。  

 

（ ２ ）生 活相談・助言 等  

常に入居者の心 身の状況や 置かれて いる 環境等の把握を 行い 、入居 者及び

その家族等に対 して、各種 の相談に 応ず るとともに、適 切な助言そ の他援助
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を行うこと。  

 

（ ３ ）健 康管理  

ア  サービスマ ニュアル等 において 健康 管理基準を定め 、定期健康 診断、医

師の訪問による 健康相談や 診察、看 護職 員による体温・ 脈拍・血圧 の測定

等の健康管理に ついて、頻 度、方 法及 び 内容等を規定す ること。  

イ  入居時及び 定期的に健 康診断（ 歯科 に係るものを含 む。）の機 会を設け

るなど、入居者 の希望に応 じて健康 診断 が受けられるよ う支援する ととも

に、常に入居者 の健康の状 況に注意 し、 医師の指導のも とに、必要 に応じ

て健康保持のた めの適切な 措置をとる こ と。  

ウ  入居者の意 向を確認し た上で、 入居 者の希望に応じ て、健康診 断 及び健

康保持のための 措置の記録 を適切に保 存 すること。  

エ  入居者が一 時的疾病等 のため日 常生 活に支障がある 場合には 、 介助等日

常生活の世話を 行うこと。  

オ  医療機関で の治療が必 要な場合 には 、適切な治療が 受けられ る よう医療

機関への連絡、 紹介、受診 手続、通院 介 助等の協力を行 う こと。  

 

（ ４ ）介 護サービス  

ア  介護サービ スを提供す る有料老 人ホ ームにあっては 、契約に定 めるとこ

ろにより、当該 有料老人ホ ーム又は その 提携有料老人ホ ーム（一定 限度以

上の要介護状態 になった場 合に入居 者が 住み替えてそこ で介護サー ビスを

行うことが入居 契約書に明 定されて いる ものに限る。） において行 うこと

とし、当該有料 老人ホーム が行うべ き介 護サービスを介 護老人保健 施設、

病院、診療所又は特 別養護老人ホ ーム等に 行わせてはなら ないこと 。なお 、

この場合の介護 サービスに は、医療行 為 は含まれないも のであるこ と。  

なお、介護サー ビスを提供 しない有 料老 人ホームにあっ ては、当該 有料

老人ホームの居 室において 、入居者 が介 護保険による訪 問介護等の 居宅サ

ービスの適切な 利用が可能 となるよう 配 慮すること。  

イ  契約内容に 基づき、居 室におい て入 居者の自立を支 援するとい う観点に

立ってサービス を提供する とともに 、常 時介護に対応で きる職員の 勤務体

制をとること。  

ウ  入居者の自 立の支援及 び日常生 活の 充実に 資するよ う、入居者 の心身の

状況に応じて、 医師や看護 職員との 連携 を十分に図りな がら、適切 な技術

をもって介護サ ービスを行 うこと。  

また、サービス マニュアル 等におい て、 個々の介護方法 についての 具体

的な作業手順、 留意事項、 介護サー ビス を提供する場所 及び職員の 配置体

制等を定め、職 員に周知徹 底すること 。  

なお、特定施設 入居者生活 介護等の 事業 者の指定を受け た有料老人 ホー

ムにあっては、 指定基準に 基づき、 特定 施設サービス利 用者に対し て特定

施設サービス計 画を作成し 、適切なサ ー ビスを提供する こと。  
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エ  食事の介護 が必要な場 合には、 健康 状態や摂取能力 等に十分留 意すると

ともに、必要に 応じて医師 や看護職 員の 指導を受け、適 切な方法で 行うこ

と。  

入浴の介護が必 要な場合に は、週２ 回以 上入浴できる機 会を確保す ると

ともに、健康状 態等により 入浴が適 切で ないときは、必 要に応じて 清拭を

行うこと。  

排せつの介護が 必要な場合 には、で きる 限り自立排せつ に向けて援 助を

行うとともに、 おむつを使 用せざる を得 ないときは、適 切に取り替 えるこ

と。  

なお、とりわけ 、入浴及び 排せつ等 の場 面に際しては、 入居者の尊 厳に

配慮した介護を 行うこと。  

オ  介護サービ スの内容及 び入居者 の 生 活状況等につい て、介護記 録として

整理し、保存す るとともに 、主治医と の 連携を十分図る こと。  

カ  介護サービ スの提供に 伴う事故が 発 生した場合には、９ (9)をふまえて適

宜対応すること 。  

 

（ ５ ） 安 否 確 認 又 は 状 況 把 握  

   入 居 者 が 居 住 部 分 へ の 訪 問 に よ る 安 否 確 認 や 状 況 把 握 を 希 望 し な い 場 合

で あ っ て も 、 電 話 、 居 住 部 分 内 で の 入 居 者 の 動 体 を 把 握 で き る 装 置 に よ る

確 認 、 食 事 サ ー ビ ス の 提 供 時 に お け る 確 認 等 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ り 、

毎 日 １ 回 以 上 、 安 否 確 認 等 を 実 施 す る こ と 。  

安 否 確 認 等 の 実 施 に あ た っ て は 、安 全・安 心 の 確 保 の 観 点 の み に な ら ず 、

プ ラ イ バ シ ー の 確 保 に つ い て 十 分 に 考 慮 す る 必 要 が あ る こ と か ら 、 安 否 確

認 の 方 法 等 に つ い て は 、 運 営 懇 談 会 そ の 他 の 機 会 を 通 じ て 入 居 者 の 意 向 の

確 認 、 意 見 交 換 等 を 行 い 、 で き る 限 り 個 々 の 入 居 者 の 意 向 を 尊 重 し た も の

と す る こ と 。  

 

（ ６ ）機 能訓練  

介 護 サー ビ ス を 提 供す る 有 料 老 人ホ ー ム に あ って は 、 入 居 者の 生 活 の 自 立

の 支援 を 図 る 観 点か ら 、 そ の身 体 的 、 精 神 的条 件 に 応 じ た 機 能 訓 練 等を 実 施

すること。  

 

（７）レクリエ ーション  

入居者の要望を 考慮し、運動、娯楽等 のレ クリエーション を実施する こと。  

入居者の生活が 健康で明る いもの と なる よう必要に応じ て助言を行 うとと

もに、入居者が 自主的に趣 味、教養 娯楽 、交流行事等を 行う場合に は協力す

ること。  

また、地域の行事や 地区老人ク ラブ活動等 へ参加できるよ う配慮する など、

地域との交流の 機会の確保 に努めるこ と 。  
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（８）家族との 交流・外出 の機会の確 保  

常に入居者の家 族との連携 を図り、 入居 者とその家族と の交流等の 機会を

確保するよう努 めるととも に、入居 者の 外出の機会を確 保するよう 努めるこ

と。  

 

（９）家族・身 元引受人へ の連絡等  

ア  入居者の生 活において 必要な場 合に は、家族・身元 引受人等へ の連絡等

所要の措置をと るとともに 、入居者 本人 の意向に応じ、 関連諸制度 、諸施

策の活用につい ても迅速か つ適切な措 置 をとること。  

イ  要介護者等 については 、入居者 の生 活及び健康の状 況並びにサ ービスの

提供状況を家族 ・身元引受 人等へ定期 的 に報告すること 。  

 

（１０）金銭管 理等  

ア  入居者の金 銭、預金等の管 理は入 居者 自身が行うこと を原則とす ること 。

ただし、入居者 本人が特に 設置者 に 依頼 した場合、又は 入居者本人 が認 知

症等により十分 な判断能力 を有せず 金銭 等の適切な管理 が行えない と認め

られる場合であ って、身元 引受人等 の承 諾を得たときに は、設 置者 におい

て入居者の金銭 等を管理す ることもや む を得ないこと。  

イ  設置者が入 居者の金銭 等を管理 する 場合にあっては 、依頼又は 承諾を書

面で確認すると ともに、金 銭等の具 体的 な管理方法、入 居者本人又 は身元

引受人等への定 期的報告等 を管理規 程等 で定めること。 なお、設置 者が入

居者の買物等の 立替払い後 に当該額 を精 算請求する場合 も、 管理規 程等で

定めること。  

 

（１１）成年後 見制度の周 知  

入居者及びその 家族に対し て、成年 後見 制度並びに市町 村 又は社会 福祉協

議会等が行って いる高齢者 の財産保 全に 関する支援措置 等の周知に 努めるこ

と。  

 

（ １ ２ ）サ ービスの向 上  

職員による会議 を定期的に 開催し、 入居 者の個々のサー ビス内容の 検証及

び向上に努める とともに、 サービス の提 供を通じて、入 居者の介護 予防及び

要支援・要介護 状態の改善 又は進行防 止 を図ること。  

 

（ １ ３ ） 高 齢 者 虐 待 の 防 止  

設 置 者 は 高 齢 者 虐 待 の 防 止 、 高 齢 者 の 養 護 者 に 対 す る 支 援 等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 17 年 法 律 第 124 号 ） に 基 づ き 、 次 の 事 項 を 実 施 す る こ と 。  

ア  同 法 第 ５ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 高 齢 者 虐 待 の 防 止 の た め の 啓 発 及 び 高 齢

者 虐 待 を 受 け た 入 居 者 の 保 護 の た め の 施 策 に 協 力 す る こ と 。  

イ  虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装 置 等 を 活 用
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し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。 ） を 定 期 的 に 開 催 す る と と も に 、 そ

の 結 果 に つ い て 、 職 員 に 周 知 徹 底 を 図 る こ と 。  

ウ  虐 待 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。  

エ  職 員 に 対 し 、 虐 待 の 防 止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。  

オ  イ か ら エ ま で に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者 を 置 く こ と 。

当 該 担 当 者 は 、身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 の 責

任 者 と 同 一 の 従 業 者 が 務 め る こ と が 望 ま し い 。な お 、同 一 施 設 内 で の 複 数

担 当 の 兼 務 や 他 の 事 業 所・施 設 等 と の 担 当 の 兼 務 に つ い て は 、担 当 者 と し

て の 職 務 に 支 障 が な け れ ば 差 し 支 え な い 。た だ し 、日 常 的 に 兼 務 先 の 各 事

業 所 内 の 業 務 に 従 事 し て お り 、入 居 者 や 施 設 の 状 況 を 適 切 に 把 握 し て い る

者 な ど 、各 担 当 者 と し て の 職 務 を 遂 行 す る 上 で 支 障 が な い と 考 え ら れ る 者

を 選 任 す る こ と 。  

  カ  そ の 他 同 法 第 20 条 の 規 定 に 基 づ き 、苦 情 の 処 理 の 体 制 の 整 備 そ の 他 の

高 齢 者 虐 待 の 防 止 等 の た め の 措 置 を 講 ず る こ と 。  

 

（ １ ４ ） 身 体 的 拘 束 の 原 則 的 禁 止  

入 居 者 に 対 す る サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た っ て は 、 当 該 入 居 者 又 は 他 の 入 居

者 等 の 生 命 又 は 身 体 を 保 護 す る た め 緊 急 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、 身 体 的

拘 束 そ の 他 入 居 者 の 行 動 を 制 限 す る 行 為 (以 下 「 身 体 的 拘 束 等 」 と い う 。 )

を 行 っ て は な ら な い こ と 。  

た だ し 、 緊 急 や む を 得 ず 身 体 的 拘 束 等 を 行 う 場 合 に は 、 「 身 体 拘 束 ゼ ロ

へ の 手 引 き 」 （ 厚 生 労 働 省 「 身 体 拘 束 ゼ ロ 作 戦 推 進 会 議 」 発 行 ） に お い て

示 さ れ た 「 緊 急 や む を 得 な い 身 体 拘 束 に 関 す る 説 明 書 」 を 参 考 に し て 、 あ

ら か じ め 切 迫 性 、 非 代 替 性 及 び 一 時 性 の ３ つ の 要 件 を 満 た す こ と に つ い て 、

組 織 等 と し て 極 め て 慎 重 に 確 認 等 の 手 続 き を 行 う こ と と し 、 そ の 経 過 及 び

結 果 等 の 具 体 的 な 内 容 に つ い て 記 録 す る と と も に 、 家 族 等 に 説 明 す る こ と 。

ま た 、 「 緊 急 や む を 得 な い 身 体 拘 束 に 関 す る 経 過 観 察 ・ 再 検 討 記 録 」 を 参

考 に し て 、 観 察 記 録 等 を 作 成 し 保 存 す る と と も に 、 身 体 的 拘 束 廃 止 に 向 け

た 検 討 を 適 宜 行 う こ と 。  

ま た 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 を 図 る た め に 、 次 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ る こ

と 。  

ア  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 （ テ レ ビ 電 話 装

置 等 を 活 用 し て 行 う こ と が で き る も の と す る 。 ） を ３ 月 に １ 回 以 上 開 催

す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 に 周 知 徹 底

を 図 る こ と 。  

イ  身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針 を 整 備 す る こ と 。  

ウ  介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 に 対 し 、 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 研 修

を 定 期 的 に 実 施 す る こ と 。  

 

１１  事業収支計画  
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（１）市場調査 等の実施  

構想段階におけ る地域特性 や需要動 向等 の市場分析、並 びに計画が 具体化

した段階におけ る市場調査 等により、 相 当数の者の入居 が見込まれ ること。  

 

（ ２ ）資 金の確保等  

初期総投資額の 積算に当た っては、 開設 に際して必要と なる 次に掲 げる費

用を詳細に検討 し積み上げ て算定し 、必 要な資金を適切 な方法で調 達するこ

と。また、資金 の調達に当 たっては 主た る取引金融機関 等を確保し ておくこ

と。  

なお、資金の調 達に当たっ ては、原 則と して自己資金や 自己名義の 借入金

により全額賄う こととし、 前払金の 建設 資金等への直接 充当を予定 した資金

計画としないこ と。  

ア  調査関係費  

イ  土地関係費   

ウ  建築関係費  

エ  募集関係費   

オ  開業準備関 係費   

カ  公共負担費  

キ  租税公課  

ク  期中金利  

ケ  運転資金  

コ  予備費  

 

（ ３ ）事 業収支計画  

事業収支計画と して長期の 資金収支 計画 及び損益計画を 策定するこ ととし 、

策定に当たって は次の 事項 に留意す るこ と。なお、資金 収支計画が 損益の状

況を反映したも のとなって いる場合 には 、損益計画の策 定を省略す ることが

できることとす る。  

ア  長期安定的 な経営が可 能な計画で あ ること。  

イ  30 年以上の長 期的な計画 を策定する こと。  

ウ  借入金の返 済に当たっ ては、資 金計 画上無理のない 計画となっ ているこ

と。  

エ  適切かつ実 行可能な募 集計画に基 づ いていること。  

オ  長期推計に 基づく入居 時平均年 齢、 男女比、単身入 居率、入退 去率、入

居者数及び要介 護者発生率 を勘案する こ と。  

カ  人件費の積 算について は、地域 の状 況に応じた給与 額が職種ご とに設定

され、また、勤 務表等を踏 まえて必 要な 職員数が十分に 確保されて いるこ

と。  

キ  人件費、物 件費等の変 動並 びに 建物 の修繕費及び設 備・備品の 更新費等

を適切に見込ん でいること 。  
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ク  前払金（入居時 に老人福祉 法第 29 条第９項に規定す る前払金と して一括

して受領する利 用料）の償 却年数は 、入 居者の終身にわ たる居住が 平均的

な余命を勘案し て想定され る期間（ 以下 「想定居住期間 」という。 ）とす

ること。  

ケ  常に適正な 資金残高が あること。  

 

（４）開設後の 経営  

ア  事業収支計 画は、少な くとも３ 年ご とに見直すこと とし、その 結果見直

す前の計画と比 較して収支 等が悪化 する ことが見込まれ る場合には 、その

原因を分析し、 必要な措置 を講じるこ と 。  

イ  資金を運用 する際は、 安全確実 な方 法を選択するこ と。特に 前 払金の返

還債務相当額に ついては、 元本が保証 さ れる運用方法を 選択するこ と。  

ウ  法人会計の 信頼性を確 保するた めに 、会計監査人（ 公認会計士 又は監査

法人）による外 部監査の導 入に努める こ と。  

（５）経理・会 計の独立  

有料老人ホーム 以外にも事 業経営を 行っ ている経営主体 については 、当該

有料老人ホーム についての 経理・会 計を 明確に区分し、 他の事業に 流用しな

いこと。  

また、当該有料 老人ホーム 事業に係 る資 産等を、特定の 企業等に対 する融

資又は債務保証 等に充てな いこと。  

 

１２  利用料等  

（１）利用料等 の種類  

有料老人ホーム は、契約に 基づき入居 者 の負担により賄 われるもの であり 、

その 支払 方法 につ いて は、 月払 い方 式、 前払 い方 式又 はこ れら を組 み合 わせ

た方 式等 多様 な方 法が 考え られ るが 、い ずれ の場 合に あっ ても 、設 置者 が次

のア ～ウ に掲 げる 費用 を受 領す る場 合、 その 区分 を明 確に する とと もに 、取

扱いについては それぞれ次 によること 。  

なお 、ア ～ウ に掲 げる 費用 以外 に 権利 金 その 他の 金品 を受 領し ては なら な

い。  

ア  家賃（賃貸 借契約以外 の契約で 受領 する利用料のう ち、部屋代 に係る部

分を含む。）  

当該有料老人ホ ームの整備 に要 した初 期 総投資額、修繕費、管 理事務費、

地代 に相 当す る額 等を 基礎 とし て 合理 的 に算 定し たも のと し、 近傍 同種 の

住宅の家賃から 算定される 額を大幅に 上 回るものでない こと。  

イ  敷金  

敷金を受領する 場合には、その額は家 賃 の６か月 分を超 えないこと とし、

退去 時に 居室 の原 状回 復費 用を 除 き全 額 返還 する こと 。な お、 原状 回復 の

費用 負担 につ いて は、 「原 状回 復 をめ ぐ るト ラブ ルと ガイ ドラ イン （再 改

訂版）」（平成 23 年８月国土交 通省住宅 局）を参考にす ること。  
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ウ  介護等その 他の日常生 活上必要な 便 宜の供与の対価  

（ア）介護等そ の他の日常 生活上必 要な 便宜の供与の対 価（以下「 サービス

費用」という。）は、入居 者に対する サー ビスに必要な費 用 の額（食 費、

介護費用、その 他の運営費 等）を基礎 と する適切な額と すること。  

（イ）設置者が、介護保険 対象外のサ ービ ス費用を徴収す る場合にあ っては、

介護保険対象部 分との区分 を明確に した 上で、算定方法 や改定方法 等を

定めること。  

（ウ ）設 置者 がサ ービ スを 提供 した 都度 個々 にそ の費 用を 受領 する 場合 につ

いて は、 提供 する サー ビ スの 内容 に応 じ て人 件費 、材 料費 等を 勘 案した

適切な額とする こと。  

（エ ）特 定施 設入 居者 生活 介護 等の 事業 者の 指 定 を受 けた 有料 老人 ホー ム に

おい て、 手厚 い職 員体 制 又は 個別 的な 選 択に よる 介護 サー ビス と して介

護保 険外 に別 途費 用を 受 領で きる 場合 は 、「 特定 施設 入所 者生 活 介護事

業者が受領する 介護保険の 給付対象外 の 介護サービス費 用について」（平

成 12 年３月 30 日付け老企第 52 号  厚 生省老人保健福 祉局企画課 長通

知）の規定によ るものに限 られている こ とに留意するこ と。  

 

（２）前払い方 式による利 用料等の支 払  

終身 にわ たっ て受 領す べき 家賃 又 はサ ー ビス 費用 の全 部又 は一 部を 前払 金

とし て一 括し て受 領す る場 合（ 前払 い方 式） にあ って は、 次に 掲げ る基 準に

よること。  

ア  前払金を受 領する場合 は、受領 禁止 されている権利 金その他の 金品に該

当しないことを 入居契約書 等に明示 し、 入居契約に際し て前払金の 算定根

拠を十分に説明 すること。  

また、入居者の 入居後、３ 月が経過 する 間に契約が解除 され、又は 入居

者の死亡により 終了したと き、若し くは 、想定居住期間 内に契約が 解除さ

れ、又は入居者 の死亡によ り終了し た場 合に返還される 当該前払金 額の算

定根拠について は、入居契 約書等に 明示 し、入居契約に 際して十分 に説明

すること。  

なお、介護サー ビスの基盤 強化のた めの 介護保険法等の 一部を改正 す る

法律（平成 23 年法律第 72 号）に規定す る経過措置によ り義務付け られて

いない有料老人 ホームにあ っても、 前払 金の算定根拠に ついて入居 契約に

際し、十分に説 明するよう 努めること 。  

イ  前払金の算 定根拠につ いては、 想定 居住期間を設定 した上で、 次のいず

れかにより算定 することを 基本とする こ と。  

（ア）期間の定 めがある契 約の場合  

（１ヶ月分の家 賃又はサー ビス費用 ）×（契約期間（月 数））  

（イ）終身にわ たる契約の 場合  

（１ヶ月分の家 賃又はサー ビス費用 ）×（想定居住期間（月数））＋（想

定居住期間を超 えて契約が 継続する場 合 に備えて受領す る額 ）  
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ウ  サービス費 用の前払金 の額の算 出に ついては、想定 居住期間、 開設後の

経過年数に応じ た要介護発 生率、介 護必 要期間、職員配 置及び人件 費の変

動等を勘案した 合理的な積 算方法に よる ものとし、併せ て介護費用 として

充当する額を明 確にするこ と。  

エ  サービス費 用のうち介 護費用に 相当 する分について 、介護保険 の利用者

負担分を前払い 方式で受け 取ること は、 利用者負担分が 不明確とな るので

不適当であるこ と。  

オ  前払金とし て、入居日 から３月 経過 後に返還の対象 とならない 「想定居

住期間を超えて 契約が継続 する場合 に備 えて受 領する家 賃相当額」 を具体

的な算出根拠に 基づき受領 する場合 は、 前払い方式に加 えて月払い 方式を

設定し、入居希 望者がいず れかの方 式を 選択できるよう にするとと もに、

入居契約を締結 する前に、 それぞれ の支 払い方式の特徴 を明確に説 明し、

説明を行った者 と説明を聞 いた者の 双方 が重要事項説明 書に署名を 行なう

こと。  

キ  多額の前払 金を払えば 毎月の支 払い は一切なく生涯 生活を保障 するとい

う終身保証契約 は、その後 において 入居 者の心身の状況 や物価、生 活費等

の経済情勢が著 しく変化す ることがあ り 得るので、好ま しくないこ と。  

ク  想定居住期 間が経過す るまでの 間に 契約が解除され 、又は入居 者の死亡

により終了した 場合は、契 約が解除 され 、又は入居者の 死亡により 終了し

た日以降の期間 につき日割 計算によ り算 出した金額を返 還する旨の 契約を

締結すること。  

ただ し、 入居 者の 入居 後 、 ３ 月が 経過 す るま での 間に 契約 が解 除 され、

又は入居者の死 亡により終 了した場合 は 、月額を 30 で除した額に、入居 の

日か ら起 算し て契 約が 解除 され 、 又は 入 居者 の死 亡に より 終了 した 日ま で

の日 数を 乗ず る方 法に より 算出 し た金 額 を、 前払 金の 額か ら控 除し た額 に

相当する金額を 返還するこ と。  

この 場合 、入 居日 数に 応 じた 費用 及び 居 室の 原状 回復 のた めの 費 用を徴

収することは差 し支えない 。  

ケ  クにより返 還すべき事 由が生じ たと きは、３月以内 程度の適切 な返還期

限を定め、前払 金の返還を 確実に行う こ と。  

コ  設置者は、 老人福祉法 第 29 条第９ 項に基づき、前 払金の算定 根拠を書

面で明示すると ともに、前払 金に係る銀 行の債務の保証 等の「厚生労 働大

臣が定める有料 老人ホーム の設置者等 が 講ずべき措置」 （平成 18 年厚生

労働省告示第２ ６６号）に 規定する保 全 措置を講じるこ と。 なお、 平成 1

8 年３月 31 日までに届出がされ た有料 老人ホームにつ いては、 保 全措置

カ  入 居 契 約 に おい て 、 入 居者 の 契 約 解 除 の申 し 出 か ら 実際 の 契 約 解除 ま で

の期間として予 告期間等を 設定し 、老人 福祉法施行規則（昭和 38 年厚生省

令第 28 号）第 21 条第１項第１号 に規定 する前払金の返 還債務が義 務づけ

ら れ る期 間 を 事 実 上短 縮 す る こ とに よ っ て 、 入居 者 の 利 益 を不 当 に 害 し て

はならないこと 。  
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の法的義務づけ の経過措置 期間が終了 し 、令和３年 ４月１日以 降の新規入

居者については、法的義務対 象となるこ とから、同様に必 要な保全措 置を

講じなければな らないこと 。  

 

（３）その他  

ア  設置者は、 事務手数料 等を入居 時初 期費 用と称して 受領するこ とはでき

ないこと。  

イ  設置者は、 入居契約前 に入居契 約を 前提として申込 金を受領す ることが

できる。ただし 、申込金は 入居契約 締結 に伴う前払金又 は月額利用 料に充

当されるものの みとする。 したがっ て、 入居契約に至ら なかった場 合は全

額返還すること 。このこと について 、入 居希望者に的確 に説明する ととも

に、書面により 明確に提示 すること。  

ウ  入居契約締 結後、入居 日前まで に契 約が解除された ときは、設 置者が既

に受領している 全額を返還 すること。  

 

１ ３  契約内容等  

（１）入居契約 締結に関す る手続き等  

ア  入居契約に 際して、契 約手続き 、利 用料等の支払い 方法などに ついて事

前に十分説明す ること。  

また、特定施設 入居者生活 介護等の 事業 者の指定を受け た有料老人 ホー

ムにあっては、 入居者が特 定施設入 居者 生活介護等を利 用する場合 には、

指定基準に基づ き入居契約 と併せて 特定 施設入居者生活 介護等の提 供に関

する契約を別途 締結するこ とになる が、 入居契約時に当 該契約を締 結しな

い場合であって も、入居契 約時に当 該契 約の内容につい て十分説明 するこ

と。  

なお、特定施設 入居者生活 介護等の 提供 に関 する契約書 の作成に当 たっ

ては、公益社団 法人全国有 料老人ホ ーム 協会が発行して いる「特定 施設入

居者生活介護等 標準利用契 約書」を参 考 にすること。  

イ  前払金の内 金は前払金の 20％以内と し、残金は 引渡し日前 の合理的な 期

日以降に徴収す ること。  

ウ  入居開始可 能日前の契 約解除の 場合 については、既 受領金の全 額を返還

すること。  

エ  入居契約締 結後に、入 居契約書 の共 通事項を変更す る場合には 、事前に

運営懇談会で意 見を求める こと。  

 

（２）契約内容  

ア  入居契約書 においては 、 公益社 団法 人全国有料老人 ホーム協会 が発行し

ている「有料老 人ホーム標 準入居契 約書 」を参考にして 、次に掲げ る事項

等を明示するこ と。  

（ ア） 有 料 老 人 ホー ム の 類 型及 び 表 示 事 項 （サ ー ビ ス 付 き高 齢 者 向 け住 宅 の
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登録を受けてい ないものに 限る。）  

（イ）サービス 付き高齢者 向け住宅の 登 録を受けている 場合、その 旨  

（ウ）利用料等 の費用負担 の額、支 払い 方法及び改定ル ール並びに これによ

って提供される サービス等 の内容  

（エ）業務の全 部又は一部 を委託す る場 合の委託先及び 委託内容（ 施設の警

備業務など入居 者の処遇と 直接関わら な い業務を除く）  

（オ）前払金の 返還金の有 無、返還 金の 算定方式及びそ の支払時期 並びに前

払金の保全措置 の内容  

（カ）入居開始 可能日  

（キ）身元引受 人等の権利 ・義務  

（ク）契約当事 者の追加  

（ケ）契約解除 の要件及び その場合の 手 続  

（コ）入居者を 一時介護室 において サー ビスを提供する 場合、現在 の居室か

ら他の居室若し くは提携有 料老人ホー ム に住み替える場 合の手続  

（サ）入居者及 びその家族 等からの苦 情 に対する対応  

（シ）運営懇談 会の設置及 び審議事項  

（ス）管理規程 で定める事 項及び管理 規 程を変更する場 合の手続  

イ  介護サービ スを提供す る場合に あっ ては、 心身の状 態等に応じ て介護サ

ービスが提供さ れる場所、 介護サー ビス の内容、頻度及 び費用負担 等を入

居契約書又は管 理規程上明 確にしてお く こと。  

ウ  利用料等の 改定のルー ルを入居 契約 書において明ら かにしてお くと とも

に、利用料等の 改定に当た っては、 その 根拠を入居者に 明確 にして 、十分

な説明をするこ と。  

エ  入居契約書 に入居者、 設置者双 方の 契約解除条項を 定めるもの とし、設

置者の契約解除 の条件につ いては、 信頼 関係を著しく害 するような 場合、

又は設置者が相 当の努力を してもそ れを 防ぐことができ ない場合に 限るな

ど、入居者の権 利を不当に 狭めるも のと なっていないこ と。また、 解除す

る場合の手続を 併せて入居 契約書に規 定 すること。  

（ア）設置者の契約 解除の条件は、原 則と して次の事由の いずれかに 該当し、

かつそのことが 契約をこれ 以上将来 にわ たって維持する ことが社会 通念

上著しく困難と 認められる 場合に限定 す ること。  

ａ  入居申込書 に虚偽の事 項を記載 する 等の不正手段に より入居し たと

     き  

ｂ  月額の利用 料その他の 支払いを 正当 な理由なく一定 期間以上連 続し

て遅滞するとき  

ｃ  施設の利用 において入 居者に禁 止又 は制限をしてい る規定に違 反し

是正しないとき  

ｄ  入居者の行 動が他の入 居者に危 害を 及ぼすおそれが あり、かつ 入居

者に対する通常 の介護方法 等ではこれ を 防止することが できないと き  

（イ）設置者の 契約解除の 手続は、原 則 として次による こと。  
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ａ  契約解除の 通告に 90 日程度の十分な 予告期間をおく こと。  

ｂ  契約解除の 通告に先立 ち、入居 者及 び身元引受人等 に弁明の機 会を

設けること。  

ｃ  契約解除通 告の予告期 間中に、 入居 者の移転先の有 無について 確認

し、移転先がな い場合には 、入居者 や身 元引受人等と協 議し、移転 先

の確保に協力す ること。  

ｄ  （ア）ｄの 事由により 契約を解 除す る場合には、加 えて主治医 等の

意見を聴くとと もに、一定 の観察期間 を 設けること。  

（ウ）入居者からの 契約解除の 条件に予 告期間を設け る 場合は 、長 く と も 30 日

程度とする こ と 。  

（エ）前払金を受 領する場合 においては 、老人福祉法施行 規則（昭和 38 年厚

生省令第 28 号）第 21 条第１項第１ 号の 規定に従い、入 居日から３ 月を

経過するまでの 間に入居契 約が解除 され 又は死亡により 入居契約が 終了

したときには、 １２（２） クに定め る額 を返還すること 。なお、契 約解

除の申し出から 実際の契約 解除まで の期 間として予告期 間等を設定 する

ことにより、上 記の入居日 から３月 を経 過するまでの期 間を事実上 短縮

することによっ て、入居者 の利益を不 当 に害してはなら ないこと。  

オ  入居者を一 時的に介護 室におい て サ ービスを提供す る場合には 、主治医

等の意見を聴い て行うもの とし、そ の際 入居者本人の意 思を確認す るとと

もに、身元引受 人等の意見 を聴くな どの 手続を入居契約 書において 明らか

にしておくこと 。  

カ  一定の要介 護状態にな った入居 者が 、 現在の居室か ら他の居室 若しくは

提携有料老人ホ ームに住み 替える契 約の 場合、又は入居 者の心身の 状況に

著しい変化があ ったときに 別の居室 に変 更する契約の場 合にあって は、次

の手続を含む一 連の手続を 入居契約 書に おいて明らかに しておくこ と。ま

た、居室の変更 若しくは提 携有料老 人ホ ームに住み替え る場合の家 賃相当

額の差額が発生 した場合の 取扱いにつ い ても考慮するこ と。  

（ア）主治医等 の意見を聴 くこと。  

（イ）入居者本 人及び身元 引受人等の 同 意を得ること。  

（ウ）一定の観 察期間を設 けること。  

なお、病院又は 介護老人保 健施設等の 医 療機関へ入院す る場合は、契約

当 事 者 で あ る 入 居 者 又 は 身 元 引 受 人 等 の 同 意 を 得 ず に 居 室 の 居 住 権 を 消

滅させないこと 。  

  キ  入居者 の債務につ いて、個人 の 根保証契約を行 う場合は、 極度額の設 定

を含み民法の規 定に従うこ と。  

ク  消費者契約 法（平成 12 年法律第 61 号）第二章第二 節（消費者 契約の条

項の無効）の規 定により、 事業者の 損害 賠償の責任を免 除する条項 、消費

者が支払う損害 賠償の額を 予定する 条項 及び消費者の利 益を一方的 に害す

る条項について は無効とな る場合が ある ことから、入居 契約書の作 成にお

いては、十分に 留意するこ と。また 、入 居契約書に設置 者に有利な 裁判管
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轄条項等は設け ないこと。  

 

（ ３ ）重 要事項の説明 等  

老人福祉法第 29 条第７項の規定 に基づく 情報の開示にお いて、老人福 祉法

施行規則第 20 条の５第 16 号に規定する 入居契約に関す る重要な事 項の説明

については、次 の各号に掲 げ る基準に よ ること。  

ア  入 居 契 約 に 関す る 重 要 な事 項 を 説 明 す るた め 、 有 料 老人 ホ ー ム 重要 事 項

説 明 書及 び 添 付 資 料を 作 成 し 、 契約 締 結 前 に 入居 希 望 者 及 び身 元 引 受 人 等

に こ れを 交 付 す る とと も に 、 誤 解を 与 え る こ とが な い よ う 必要 な 事 項 を 実

態 に 即し て 正 確 に 説明 す る こ と 。 な お 、 サ ー ビス 付 き 高 齢 者向 け 住 宅 の 登

録 を 受け て い な い 有料 老 人 ホ ー ムに つ い て は 、 同 様 式 の 別 添１ 「 事 業 者 が

運 営 する 介 護 サ ー ビス 事 業 一 覧 表」 、 別 添 ２ 「入 居 者 の 個 別選 択 に よ る サ

ー ビ ス一 覧 表 」 及 び別 添 ５ 「 相 模原 市 有 料 老 人ホ ー ム 設 置 運営 指 導 指 針 適

合 表 」は 、 重 要 事 項説 明 書 の 一 部を な す も の であ る こ と か ら、 重 要 事 項 説

明書に必ず添付 すること。  

ま た 、契 約 の 締 結 に つい て は 、 身 元 引受 人 又 は第 三 者 等 の 立 ち会 い の も

とに行うよう努 めること。  

イ  有料老人ホ ーム重要事 項説明書は、老人福祉法第 29 条第７項の規定 によ

り、入居相談が あったとき に交付する ほ か、求めに応じ 交付するこ と。  

ウ  入居希望者 が次に掲げ る事項そ の他 の 契約内容を十 分理解した 上で契約

を締結できるよ う、契約締 結前に十 分な 時間的余裕を持 って重要事 項説明

書及び実際の入 居契約の対 象となる 居室 に係る個別の入 居契約書 に ついて

十分な説明を行 うこととし 、その際 には 説明を行った者 及び説明を 受けた

者の署名を行う こと。  

また、署名した 重要事項説 明書は、 当該 有料老人ホーム もその写し を保

管すること。  

（ア）設置者の 概要  

（ イ） 有 料 老 人 ホー ム の 類 型（ サ ー ビ ス 付 き高 齢 者 向 け 住宅 の 登 録 を受 け て

いないものに限 る。）  

（ウ）サービス 付き高齢者 向け住宅の 登 録を受けている 場合、その 旨  

（エ）有料老人 ホームの設 置者又は 当該 設置者に関係す る事業者が 、当該有

料老人ホームの 入居者に 提 供するこ とが 想定される介護 保険サービ スの

種類  

（オ）入居者が 希望する介 護サービス の 利用を妨げない 旨  

エ  有料老人ホ ームの設置 時に老人 福祉 法第 29 条第１項に規定す る届出を

行っていない場 合や、本指 針に基づ く指 導を受けている 場合は、重 要事項

説明書にその旨 を記載する とともに 、入 居契約に際し、 入居希望者 に対し

て十分に説明す ること。  

 

（ ４ ）体 験入居  
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事業開始後の有 料老人ホー ムにおい ては 、入居希望者に 対して 契約 締結前

に１週間程度の 体験入居 の 機会の確保 を 図ること。  

なお、体験入居 に関しても 、入居前 に十 分なアセスメン トを行うな ど、事

故防止に万全を 期すこと。  

 

（５）入居募集 等  

ア  入居募集に 当たっては 、パンフ レッ ト、募集広 告、 インターネ ットのホ

ームページ等に おいて、次 に掲げる 事項 を掲載すること により、提 供する

サービスの内容 、居住の権 利形態及 び入 居時の要件等を わかりやす く表示

すること。  

（ア）有料老人 ホームの類 型及び 表 示事 項（サービス付 き高齢者向 け住宅の

登録を受けてい ないものに 限る。）  

（イ）サービス 付き高齢者 向け住宅の 登 録を受けている 場合、その 旨  

（ウ）特定施設 入居者生活 介護等の指 定 を受けている場 合、その種 類  

イ  募集広告等 の内容及び 表示につ いて は、不当景品類 及び不当表 示防止法

（昭和 37 年法律 第  134 号）及び同 法第 ５条第１項第３ 号の規定に 基づく

表示を遵守する とともに、 「有料老 人ホ ーム等に関する 不当な表示 」（平

成 16 年公正取引委員 会告示第３ 号）及び 公益社団法人全 国有料老人 ホーム

協会が作成した 「有料老人 ホームの 広告 等に関する表示 ガイドライ ン（平

成 16 年８月）」に沿 ったものと すること 。  

ウ  募集広告等 の内容及び 表示につ いて は、誇大広告等 により、入 居者に不

当に期待を抱か せたり、そ れによっ て損 害を与え たりす るようなこ とがな

いよう、実態と 乖離のない 正確な表示 を すること。  

ま た 、情 報 提 供 等 事 業 者 に 対 し て 、入 居 者 の 月 額 利 用 料 等 に 比 べ て 高 額

特 に 、介 護 が 必 要 と なっ た 場 合 の 居 室の 住 み 替え 、 有 料 老 人 ホー ム の 土

地 ・ 建物 の 権 利 形 態、 施 設 ・ 設 備の 構 造 及 び 仕様 、 介 護 ・ 看護 職 員 の 配 置

体 制 、終 身 介 護 に つい て の 表 示 、業 務 の 全 部 又は 一 部 の 委 託、 介 護 保 険 給

付 の 対象 と な ら な い介 護 サ ー ビ スの 内 容 及 び 費用 負 担 、 入 居契 約 の 解 除 条

件 、 介護 を 行 う 場 所が 入 居 し て いる 居 室 で な い場 合 の 当 該 居室 の 利 用 権 の

存 否 等に つ い て 、 明瞭 に 記 載 さ れな い こ と に より 、 入 居 希 望者 等 に 誤 認 さ

れ る ケー ス が あ る ため 、 入 居 契 約書 及 び 管 理 規程 等 に 沿 っ て正 確 に 表 示 す

ること。  

エ  入 居 募 集 に 当 た り 、有 料 老 人 ホ ー ム が 、高 齢 者 向 け 住 ま い へ の 入 居 を 希

望 す る 者 に 関 す る 情 報 の 提 供 等 を 行 う 事 業 者 （ 以 下 「 情 報 提 供 等 事 業 者 」

と い う 。 ） と 委 託 契 約 等 を 締 結 す る 場 合 は 、 次 の 事 項 に 留 意 す る こ と 。   

（ア）情 報 提 供 等 事 業 者 と 委 託 契 約 等 を 締 結 す る 場 合 に は 、例 え ば 、入 居 希

望 者 の 介 護 度 や 医 療 の 必 要 度 等 の 個 人 の 状 況 や 属 性 に 応 じ て 手 数 料 を

設 定 す る と い っ た 、社 会 保 障 費 の 不 適 切 な 費 消 を 助 長 す る と の 誤 解 を 与

え る よ う な 手 数 料 の 設 定 を 行 わ な い こ と 。ま た 、上 記 の よ う な 手 数 料 の

設 定 に 応 じ な い こ と 。   
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な 手 数 料 と 引 き 換 え に 、 優 先 的 な 入 居 希 望 者 の 紹 介 を 求 め な い こ と 。  

（ イ ）情 報 提 供 等 事 業 者 の 選 定 に 当 た っ て は 、当 該 情 報 提 供 等 事 業 者 が 入 居

希 望 者 に 提 供 す る サ ー ビ ス 内 容 や そ の 対 価 た る 手 数 料 の 有 無・金 額 に つ

い て あ ら か じ め 把 握 す る こ と が 望 ま し い こ と 。   

ま た 、公 益 社 団 法 人 全 国 有 料 老 人 ホ ー ム 協 会 、一 般 社 団 法 人 全 国 介 護

付 き ホ ー ム 協 会 及 び 一 般 社 団 法 人 高 齢 者 住 宅 協 会 の ３ 団 体 で 構 成 す る

高 齢 者 住 ま い 事 業 者 団 体 連 合 会 が 運 営 す る「 高 齢 者 向 け 住 ま い 紹 介 事 業

者 届 出 公 表 制 度 」に 届 出 を 行 い 、行 動 指 針 を 遵 守 し て い る 事 業 者 を 選 定

す る こ と が 望 ま し い こ と 。  

  オ  入 居募集の対 象地域は、地 域特 性や需要動向等 の市場分析 を行った地 域

や本市域等を優 先すること とし、当初か ら他の都県にわ たるような 広域的

な入居募集は行 わないこと 。  

カ  有料老人ホ ーム設置届 受理通知 書の 交付を受ける前 に入居募集 を行うと

きは、届出手続 中であるこ と及び広 告等 の内容が変更さ れる場合が あるこ

とを明示するこ と。  

 

１４  情報開示  

（１）有料老人 ホームの運 営に関する 情 報  

 設置者は、老 人福祉法第 29 条第７項の 情報開示の規定 を遵守し、 入居者

又は入居しよう とする者に 対して、 パ ン フレットのほか 、有料老人 ホーム

重要事項説明書 、入居契約 書（特定施 設 入居者生活介護 等の事業者 の指 定

を受けた有料老 人ホームに あっては特 定 施設入居者生活 介護等の提 供に関

する契約書を含 む。）、管 理規程等を 公 開するとともに 、入居希望 者等の

求めに応じてこ れらを交付 すること。  

 

（２）有料老人 ホームの経 営状況に関 す る情報  

ア  貸借対照表 及び損益計 算書等の 財務 諸表又はそれら の要旨につ いても、

入居者及び入居 希望者等の 求めに応じ て 閲覧に供するこ と。  

イ  有料老人ホ ームの経営 状況・将 来見 通しに関する入 居者等の理 解に資す

る観点から、事 業収支計画 について も閲 覧に供するよう 努めるとと もに、

貸借対照表等の 財務諸表と 併せて、 入居 者等の求めがあ ればそれら の写し

を交付するよう 配慮するこ と。  

 

（３）有料老人 ホームの類 型の表示  

サ ー ビ ス 付 き 高 齢 者 向 け 住 宅 の 登 録 を 受 け て い な い 有 料 老 人 ホ ー ム の 設

置者は、パ ンフレット 、募集 広告、イン ターネットのホ ームページ 等におい

て広 告を 行 う際 に は、 「３  有 料老 人 ホ ーム の類 型 等」 に おい て定 め た有料

老 人 ホ ー ム の 類 型 及 び 別 表 中 の 表 示 事 項 に つ い て 施 設 名 と 併 せ て 表 示 す る

こと。ただ し、類 型及び表示 事項が 、当 該有料老人ホー ムの事業の 内容を正

確に反映できな いと判断さ れる場合に は 、その区分に よらないこ とができる
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ものとする。  

なお、その場合 も介護付有 料老人ホー ム 以外は、「介護 付」 、「ケ ア付」

等の表示を行っ てはならな いことに十 分 留意すること。  

 

（４）介護の職 員体制に関 する情報  

表示事項のうち 、特に、介 護に関わる 職 員体制について「  1.5：１以上」、

「２：１以上」 又は「  2.5：１以上 」の 表示を行おうと する有料老 人ホーム

にあっては、介 護に関わる 職員の割 合を 年度ごとに算定 し、表示と 実態の乖

離がないか自ら 検証すると ともに、 入居 者等に対して算 定方法及び 算定結果

について説明す ること。  

 

１５  電磁的記録等  

（１）作成、保 存その他こ れらに類す る もののうち、こ の指導指針 の規定にお い

て書面（書面、 書類、文書 、謄本、 抄本 、正本、副本、 複本その他 文字、図

形等人の知覚に よって認識 すること がで きる情報が記載 された紙そ の他の有

体物をいう。以 下同じ。） で行うこ とが 規定されている 又は想定さ れるもの

（（２）に規定 するものを 除く。） につ いては、書面に 代えて、当 該書面に

係る電磁的記録 （電子的方 式、磁 気 的方 式その他人の知 覚によって は認識す

ることができな い方式で作 られる記 録で あって、電子計 算機による 情報処理

の用に供される ものをいう 。）により 行 うことができる 。  

 

（２）交付、説 明、同意、 承諾その他 こ れらに類するも の（以下、 「交付等」 と

いう。）のうち 、この指導 指針の規 定に おいて書面で行 うことが規 定されて

いる又は想定さ れるものに ついては 、当 該交付等の相手 方（入居者 等）の承

諾を得て、書面 に代えて、 電磁的方 法（ 電子的方法、磁 気的方法そ の他人の

知覚によっては 認識するこ とができな い 方法をいう。）によること ができる。  

 

１６  附  則  

（１）この指導 指針は、平成 24 年４月１ 日から施行する 。  

 

（２）この指導 指針施行の 日に、既に 設 置されている有 料老人ホー ム並びに神 奈

川県有料老人ホ ーム設置運 営指導要 綱に 基づき既に事前 申出、事前 協議及び

届出等の手続を 行っている 有料老人 ホー ムについては、 立地条件並 びに建物

の規模及び構造 を除き、こ の指導指 針に 適合するよう継 続的に指導 するとと

もに、立地条件 並びに建物 の規模及 び構 造に関しても、 契約の更新 時や建物

の改築・修繕時 等において 、できる 限り この指導指針に 適合するよ う指導す

るものとする。  

 

（３）この指導 指針の１３ （２）エ（ エ ）の規定は、指 導指針施行 の日以降に 入

居した全ての者 について 適 用する。  
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附  則  

この指導指針は 、平成 25 年４月１日から 施行する。  

附  則  

この指導指針は 、平成 27 年 11 月１日か ら施行する。  

附  則  

この指導指針は 、平成 28 年 4 月１日から 施行する。  

附  則  

この指導指針は 、平成 31 年４月１日から 施行する。  

附  則  

この指導指針は 、令和２年 ４月１日か ら 施行する。  

附  則  

（１）この指導 指針は、令 和３年４ 月 １ 日から施行する 。  

 

（ ２） ８ （ ２ ）イ に 示 す 認知 症 介 護 基礎 研 修を 受 講 さ せる た め に 必要 な 措 置 を

講 じ るこ と に つ い ては 、 令 和 ６ 年３ 月 ３ １ 日 まで は 努 力 義 務と し 、 新 た に

採用した職員に ついては採 用後１年間 の 猶予期間とする 。  

 

（ ３） ９ （ ３ ）に 示 す 業 務継 続 計 画 の策 定 、９ （ ５ ） に示 す 衛 生 管理 等 及 び １

０ （ １３ ） イ か ら オに 示 す 虐 待 の防 止 の た め の対 策 を 検 討 する 委 員 会 の 開

催等については 、令和６年 ３月３１日 ま では努力義務と する 。  

 

（ ４） ９ （ １ １） ア （ エ ）に 示 す 事 故発 生 防止 等 の 措 置を 適 切 に 実施 す る た め

の担当者を置く ことについ ては、令和３ 年９月３０日ま では努力義 務とする 。 

 

附  則  

この指導指針は 、令和７年 ２月１日か ら 施行する 。  
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別表  

有料老人ホーム の表示事項  

表  示  事  項  表  示  事  項  の  説  明  

居 住 の 権 利 形

態  

利用権方式  建物賃貸借契約 及び終身建 物賃貸借

契約以外の契約 の形態で 、居住部分 と

介護や生活支援 等のサービ ス部分の

契約が一体とな っているも の。  

建物賃貸借方式  賃貸住宅におけ る居住の契 約形態で

あり、居住部 分と介護等 のサービス 部

分の契約が別々 になってい るもの。入

居者の死亡をも って契約を 終了する

という内容は有 効にならな い。  

終身建物賃貸借 方式  建物賃貸借契約 の特別な類 型で、市 長

か ら 高 齢 者 の 居 住 の 安 定 確 保 に 関 す

る 法 律 の 規 定 に 基 づ く 終 身 建 物 賃 貸

借事業の認可を 受けたもの 。入居者 の

死 亡 を も っ て 契 約 を 終 了 す る と い う

内容が有効。  

利用料の支払

い方式  

（注１・注２ ） 

全額前払い方式  終身にわたって 受領する家 賃又はサ

ービス費用の全 部を前払金 として一

括して受領する 方式  

一部前払い・一 部月

払い方式  

終身にわたって 受領する家 賃又はサ

ービス費用の一 部を前払い として一

括受領し、その 他は月払い する方式  

月払い方式  前払金を受領せ ず、家賃 又はサービ ス

費用を月払いす る方式  

選択方式  入居者により、全額 前払い方式、一 部

前払い・一部月払い 方式、月払い方 式

のいずれかを選 択できます 。どの方 式

を選択できるの かを併せて 明示する

必要があります 。  

入居時の要件

（右のいずれ

かを表示）  

入居時自立  入居時において 自立である 方が対象

です。  

 

入居時要介護  入居時において 要介護認定 を受けて

いる方 (要支援認定を 受けている 方を

除く )が対象です。  

入居時要支援・ 要介

護  

入居時において 要支援認定 又は要介

護認定を受けて いる方が対 象です。  
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入居時自立・要 支援

・要介護  

自立である方も 要支援認定・要介護 認

定を受けている 方も入居で きます。  

介護保険  

(介護付有料老

人ホーム ) 

（注３）  

指定介護保険特 定施

設  

(一般型特定施設 ) 

介護が必要とな った場合 、当該有料 老

人ホームが提供 する特定施 設入居者

生活介護サービ スを利用す ることが

できます。介 護サービス は有料老人 ホ

ームの職員が提 供します。  

また、入居者が希望 すれば、当該有 料

老人ホームが提 供する特定 施設入居

者生活介護サー ビスに代え て、訪問 介

護等の介護サー ビスを利用 すること

も可能です。  

指定介護保険特 定施

設（外部サービ ス利

用型特定施設）  

介護が必要とな った場合 、当該有料 老

人ホームが提供 する特定施 設入居者

生活介護サービ スを利用す ることが

できます。有 料老人ホー ムの職員が 安

否確認や計画作 成等を実施 し、介護 サ

ービスは委託先 の介護サー ビス事業

所が提供します 。  

(住宅型有料老

人ホーム ) 

在宅サービス利 用可  介護が必要とな った場合 、介護保険 に

よる訪問介護等 の在宅サー ビスを利

用できます。  

居室区分（右 の

いずれかを表

示）  

（注４）  

全室個室  介護が必要とな った場合に 介護サー

ビスを利用する ための一般 居室又は

介護居室が、すべて個室 であるホー ム

です。（注５）  

相部屋あり（○ 人か

ら○人）  

介護居室はすべ てが個室で はなく、相

部屋があるホー ムをいいま す。  

介護に関わる

職員体制（右 の

いずれかを表

示）  

(介護付有料老

人ホーム (一般

型特定施設 )) 

（注６）  

１ .５：１以上  現在及び将来に わたって 要 介護者３

人に対して職員 ２人（要介護者 １．５

人に対して職員 １人）以上の割 合（年

度ごとの平均値 ）で職員 が介護に当 た

ります。これ は介護保険 の特定施設 入

居者生活介護の 基準の２倍 以上の人

数です。  
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２：１以上  現在及び将来に わたって要 介護者２

人に対して職員 １人以上の 割合（年 度

ごとの平均値 ）で職員が 介護に当た り

ます。これは 介護保険の 特定施設入 居

者生活介護の基 準の１．５倍以上の 人

数です。  

２ .５：１以上  現在及び将来に わたって 要 介護者５

人に対して職員 ２人（要介護者 ２．５

人に対して職員 １人）以上の割 合（年

度ごとの平均値 ）で職員 が介護に当 た

ります。これ は介護保険 の特定施設 入

居者生活介護で 、手厚い 職員体制で あ

るとして保険外 に別途費用 を受領で

きる場合の基準 以上の人数 です。  

３：１以上  現在及び将来に わたって 要 介護者３

人に対して職員 １人以上の 割合（年 度

ごとの平均値 ）で職員が 介護に当た り

ます。介護保 険の特定施 設入居者生 活

介護のサービス を提供する ために少

なくとも満たさ なければな らない基

準以上の人です 。  

(介護付有料老

人ホーム (外部

サービス利用

型特定施設 )) 

  （注７）  

 

  

  

基本サービスを 提供

する有料老人ホ ーム

の職員○人（常 勤換

算）  

委託先の介護サ ービ

ス事業所  

 訪問介護  

  ○○○事業 所  

 訪問看護  

    ○○○事業 所  

 通所介護  

  ○○○事業 所  

（ 注：そ の 他 の 事 業 名 等

も 記 入 す る ）  

有料老人ホーム の職員が安 否確認や

計画作成等の基 本サービス を実施し 、

介護サービスは 委託先の介 護サービ

ス事業所が提供 します。  
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その他（右に 該

当する場合の

み表示）  

 

提携ホーム利用 可（

○○○○ホーム ）  

（注８）  

有料老人ホーム 事業に関し て提携し

ているホーム（設置者が 同一である 有

料老人ホームを 含む）に住 み替えて 、

介護保険の特定 施設入居者 生活介護

サービスを利用 することが できます 。  

（なお、提携 ホームに住 み替えるに 際

して、追加費 用を要する 場合はその 旨

を必ず併記する こと。）  

  

（ 注１ ） 老 人福 祉 法 の 改正 を 受 け て、 従 来 は「 一 時 金」 「 一 時 金方 式 」 と 記載 し

て い た項 目 に つ い ては 「 前 払 金 」「 前 払 い 方 式」 と 修 正 し てい ま す が 、 当

面 の 間、 広 告 、 パ ンフ レ ッ ト 等 にお い て 「 一 時金 」 「 一 時 金方 式 」 と い う

表 現 を使 用 す る こ とも 可 能 で す 。な お 、 「 前 払金 」 に つ い ては 、 家 賃 又 サ

ー ビ ス費 用 の 前 払 いに よ っ て 構 成さ れ る も の であ る こ と か ら、 そ の 実 態 を

適切に表現する 名称として、広 告、パンフ レット等の更新 の機会に応 じて、

順 次 、「 前 払 金 」 とい う 名 称 に 切り 替 え る よ うに す る こ と が望 ま し い も の

と考えます。  

（ 注２ ） 「 前払 金 方 式 （従 来 の 一 時金 方 式 ）」 に つ いて は 、 「 家賃 又 は サ ービ ス

費用の全額を前 払いするこ と」と、「家 賃又はサービス 費用の一部 を前払い

し、一 部を 月払 いす るこ と」 では 、支 払 方法に 大き な違 いが ある こと から 、

前者を「全額前 払い方式」とし、後者 を「一部前払い・一部月払い 方式」と

しています 。当面の間 、広告 、パン フレ ット等において 、従来 どおり「一時

金方式」という 表現を使用 することも 可 能 ですが、その 場合であっ て も、入

居希望者・入居 者への説明 にあっては、家賃又はサービ ス費用の全 額を前払

いする方式なの か、一部を 前払いする 方 式なのかを、丁 寧に説明す ることが

望ましいものと 考えます。  

（ 注３ ） 入 居者 が 希 望 すれ ば 、 当 該有 料 老 人ホ ー ム の特 定 施 設 入居 者 生 活 介護 サ

ービスに代えて 、訪問介護 等の介護サ ー ビスを利用する ことが可能 です。  

（ 注４ ） 一 般居 室 は す べて 個 室 と なっ て い ます 。 こ の表 示 事 項 は介 護 居 室 （介 護

を 受 ける た め の 専 用の 室 ） が 個 室か 相 部 屋 か の区 分 で す 。 従っ て 、 介 護 居

室 を 特に 設 け ず 、 一般 居 室 に お いて 介 護 サ ー ビス を 提 供 す る有 料 老 人 ホ ー

ムにあっては、 「個室介護 」と表示す る ことになります 。  

（注５）個室 とは、建 築基準法第 30 条の「界壁」に より隔てら れたものに 限るこ

と と して い ま す の で、 一 の 居 室 をふ す ま 、 可 動式 の 壁 、 収 納家 具 等 に よ っ

て複数の空間に 区分したも のは個室で は ありません。  

（ 注６ ） 介 護に か か わ る職 員 体 制 は、 当 該 有料 老 人 ホー ム が 現 在及 び 将 来 にわ た

って提供しよう と想定して いる水準を 表 示するものです。従 って、例えば、

現在は要介護者 が少なく 1.5：１以上を満たす場合であ っても、要介護 者が

増えた場合に 2.5：１程度以上の介 護サー ビスを想定して いる場合に あって

は、 2.5：１以上の表示を行う ことになり ます。なお職員体制 の算定方法 に
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つ い ては 、 「 指 定 居宅 サ ー ビ ス 等の 事 業 の 人 員、 設 備 及 び 運営 に 関 す る 基

準」第 175 条第１項第２ 号イ及び同 第２ 項の規定により ます。な お、「 1.5

：１」、「２：１」又は「 2.5：１」の表 示を行おうとす る有料老人 ホーム

に つ いて は 、 年 度 ごと に 職 員 の 割合 を 算 定 し 、表 示 と 実 態 の乖 離 が な い か

自 ら 検証 す る と と もに 、 入 居 者 等に 対 し て 算 定結 果 及 び そ の算 定 方 法 に つ

いて説明するこ とが必要で す。  

（ 注８ ） 提 携ホ ー ム に は、 介 護 老 人保 健 施 設、 病 院 、診 療 所 、 特別 養 護 老 人ホ ー

ム等は含まれま せん。  

 

（ 注７ ） 訪 問介 護 、 訪 問看 護 及 び 通所 介 護 以外 の サ ービ ス に つ いて 、 委 託 先の サ

ー ビ ス事 業 所 が あ る場 合 に は 、 サー ビ ス 区 分 及び サ ー ビ ス 事業 所 の 名 称 を

表示することが 必要です。  


